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本
稿
は
、
村
落
の
高
齢
化
と
空
洞
化
が
す
す
む
四
川
省
阿
壩
蔵
族

羌
族
自
治
州
茂
県
雅
都
郷
赤
不
寨
村
大
瓜
子
寨
の
チ
ャ
ン
族
を
事
例

と
し
て
、
親
子
の
世
代
間
関
係
を
、
親
と
息
子
お
よ
び
娘
と
の
関

係
、
後
者
に
つ
い
て
は
婚
出
女
性
と
「
娘
家
」（
母
方
集
団
）
の
関

係
か
ら
分
析
し
、
チ
ャ
ン
族
の
「
家
族
の
戦
〉
1
〈略

」
に
つ
い
て
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ン
族
は
、
青
蔵
高
原
東
端
の
海
抜
一
千
〜
二
千
数
百
メ
ー
ト

ル
の
岷
江
流
域
に
暮
ら
す
山
の
民
で
、
殷
代
の
甲
骨
文
字
に
刻
ま
れ

た
古
代
「
羌
」
の
末
裔
と
も
い
わ
れ
る
。
総
人
口
三
〇
万
九
五
七
六

人
（
二
〇
一
二
年
）
で
、
四
川
省
の
汶
川
、
理
、
茂
、
松
潘
、
北
川

の
各
県
に
集
居
す
る
。
漢
族
と
チ
ベ
ッ
ト
族
と
い
う
二
つ
の
巨
大
民

族
に
挟
ま
れ
て
、「
漢
化
」
の
過
程
を
た
ど
っ
た
民
族
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
（
図
１
）。

　
チ
ャ
ン
族
の
暮
ら
し
は
、
一
九
九
〇
年
代
を
境
に
大
き
く
変
化
し

た
。
全
国
的
な
市
場
経
済
化
の
影
響
は
四
川
の
山
間
の
奥
地
に
も
お

よ
び
、
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
村
か
ら
若
者
の
姿
が
激
減
し
、
村
の
高
齢

化
と
空
洞
化
が
す
す
ん
だ
。
さ
ら
に
二
〇
〇
八
汶
川
地
震
（
四
川
大

地
震
）
で
は
、
チ
ャ
ン
族
居
住
区
の
汶
川
が
震
源
地
と
な
っ
た
た
め

に
総
人
口
の
約
一
〇
％
に
あ
た
る
三
万
人
余
が
死
亡
・
行
方
不
明
と

な
り
、
多
く
の
家
屋
が
倒
半
壊
し
た
。

　
被
災
地
の
復
興
は
、
中
国
政
府
に
よ
っ
て
国
家
の
威
信
を
か
け
て

す
す
め
ら
れ
た
。
対
口
支
援
な
ど
に
よ
っ
て
家
屋
や
道
路
を
は
じ
め

と
す
る
イ
ン
フ
ラ
は
三
年
を
ま
た
ず
に
被
災
前
の
水
準
ま
で
整
備
さ

れ
〉
2
〈

た
。
し
か
し
、
同
時
に
政
府
は
、
山
間
農
村
部
を
中
心
に
、
強
制

移
住
を
含
む
村
落
の
統
廃
合
を
す
す
め
た
。
高
山
部
の
住
民
に
は
村

の
解
体
と
河
谷
部
へ
の
全
村
移
住
と
新
村
建
設
を
勧
告
し
、
河
谷
部

チ
ャ
ン
族
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家
族
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の
村
に
は
漢
族
式
家
屋
の
材
料
を
支
給
し
て
再
建
を
促
し
た
。
チ
ャ

ン
族
は
、
村
落
の
統
廃
合
と
再
編
に
よ
っ
て
山
間
と
い
う
従
来
の
生

活
空
間
を
失
い
、
移
住
先
の
河
谷
部
で
は
景
観
の
「
現
代
的
な
画
一

化
」
が
す
す
め
ら
れ
〉
3
〈

た
。

　
チ
ャ
ン
族
の
家
族
と
村
落
社
会
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

専
門
に
論
じ
た
論
文
は
あ
ま
り
な
く
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
や
慣
習

法
が
家
族
や
村
落
社
会
を
形
成
し
、
再
生
産
し
て
き
た
の
か
、
な
お

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
項
で
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
二
〇

〇
〇
年
代
初
期
ま
で
の
主
要
な
報
告
書
に
お
け
る
「
家
族
」
に
関
す

る
記
述
を
整
理
す
る
。
次
に
第
二
項
で
は
、
雅
都
郷
赤
不
寨
村
大
瓜

子
寨
を
事
例
と
し
て
、
筆
者
が
一
九
九
〇
年
代
か
ら
近
年
ま
で
実
施

し
た
聞
き
取
り
調
査
を
基
に
近
年
の
家
族
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、

一
九
四
〇
年
代
か
ら
近
年
ま
で
の
親
と
息
子
の
関
係
を
軸
と
し
た
家

族
の
動
態
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
さ
ら
に
第
三
項
で
は
、
婚
出
女
性

と
「
娘
家
」（
母
方
集
団
）
の
関
係
か
ら
、
近
年
ま
で
行
わ
れ
て
い

た
「
不
落
不
家
」
と
母
〉
4
〈舅
の
関
与
に
つ
い
て
考
え
る
。
な
お
、
事
例

と
し
た
雅
都
郷
は
現
在
も
チ
ャ
ン
語
が
日
常
語
と
し
て
使
わ
れ
、
従

来
の
習
慣
が
よ
く
残
る
地
域
の
一
つ
と
い
わ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
初

期
か
ら
筆
者
が
調
査
を
続
け
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
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一
　
チ
ャ
ン
族
の
家
族
に
関
す
る
先
行
研
究

　
チ
ャ
ン
族
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
単
独
で
論

じ
た
論
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
民
俗
志
や
概
説
書
に
は
ほ
ぼ
必
ず

記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
あ
つ
か
う
報
告
書
は
、
西
南
民
族
大
学
西

南
民
族
研
究
院
編
﹇2008 （1954

）﹈『
羌
族
調
査
材
料
』（
二
〇
〇
八

年
再
刊
本
を
使
用
。以
下
、西
南
﹇1954

﹈
と
記
す
）、徐
平
﹇1993

﹈

『
羌
村
社
会
│
│
一
個
古
老
民
族
的
文
化
和
変
遷
』、
耿
静
﹇2014

﹈

『
汶
川
蘿
蔔
寨
田
野
調
査
報
告
』
の
三
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ

れ
ぞ
れ
家
族
と
社
会
に
関
し
て
変
化
の
大
き
な
節
目
と
な
っ
た
一
九

五
〇
年
代
、
一
九
九
〇
年
代
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
期
（
二
〇
〇
八
汶

川
地
震
後
の
復
興
ま
で
）
を
記
し
た
も
の
で
、
主
要
な
調
査
地
は
異

な
る
が
、
本
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
多
く
の
共
通
点
が
み
ら
れ
、
同
様

の
価
値
観
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
三
書
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
西
南
﹇1954
﹈
は
、

一
九
五
〇
年
代
の
民
族
識
別
工
作
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
チ
ャ

ン
族
居
住
区
全
体
の
民
俗
事
象
全
般
に
及
ぶ
調
査
で
、
民
国
期
以
来

の
概
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
徐
﹇1993

﹈
と
耿
﹇2014

﹈
は
、

と
も
に
チ
ャ
ン
語
南
方
方
言
を
現
在
も
日
常
語
と
す
る
典
型
的
な

チ
ャ
ン
族
村
落
の
民
俗
志
で
あ
る
。
徐
﹇1993

﹈
は
、
費
孝
通
の

「
差
序
格
局
」
理
〉
5
〈論

に
基
づ
く
九
〇
年
代
初
期
の
羌
村
全
二
六
戸
の

記
録
で
あ
る
。
当
時
、
羌
村
で
も
出
稼
ぎ
が
始
ま
り
、
農
業
以
外
の

収
入
が
増
え
た
。
耿
﹇2014

﹈
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
州
政

府
が
民
族
文
化
に
よ
る
観
光
開
発
を
奨
励
し
、
二
〇
〇
八
汶
川
地
震

後
の
復
興
で
さ
ら
に
そ
れ
が
推
進
さ
れ
た
時
期
の
蘿
蔔
寨
の
記
録
で

あ
る
。
観
光
と
い
う
新
た
な
経
済
的
活
路
の
も
と
、
観
光
客
の
た
め

の
「
民
族
文
化
」
が
創
出
さ
〉
6
〈
れ
、
一
方
で
村
で
は
三
〇
歳
代
以
下
の

多
く
が
出
稼
ぎ
に
で
て
、
出
稼
ぎ
第
二
世
代
が
結
婚
し
て
新
た
な
家

族
を
つ
く
り
始
め
た
。
チ
ャ
ン
族
社
会
で
も
、
家
族
や
婚
姻
、
親
の

扶
養
な
ど
諸
方
面
に
様
々
な
変
化
が
お
き
て
い
る
。

　
以
下
で
は
、
三
書
の
内
容
を
家
族
の
形
態
、
家
族
間
関
〉
7
〈係

、
分
家

と
親
の
扶
養
に
わ
け
て
整
理
す
る
。

㈠
　
家
族
の
形
態
と
家
族
間
関
係

　
家
族
形
態
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
は
、
平
均
家
族
数
三
〜

五
人
、
核
家
族
が
最
多
で
（
五
九
・八
％
）、
直
系
家
族
が
続
き
、
九

〇
年
代
は
、
平
均
家
族
五
〜
六
人
、
核
家
族
（
五
三
・八
％
）、
直
系

家
族
（
三
〇
・
八
％
）
で
あ
る
。
徐
﹇1993

﹈
の
九
〇
年
代
初
期
の

家
族
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〜
二
五
歳
で
結
婚
し
て
一
〜
二
年
内

に
第
一
子
が
生
ま
れ
、
分
家
し
て
核
家
族
を
つ
く
る
。
平
均
三
人
の

子
供
を
育
て
、
二
十
数
年
後
、
夫
婦
が
四
五
〜
五
〇
歳
の
頃
に
は
子

供
た
ち
が
成
人
し
て
家
庭
経
済
が
好
転
す
る
が
、
そ
の
後
一
〇
年
余

り
の
間
に
長
男
が
結
婚
、
独
立
す
る
息
子
用
の
新
家
屋
完
成
と
と
も

に
分
家
し
て
核
家
族
を
つ
く
り
、
末
子
が
親
と
同
居
し
て
直
系
家
族

と
な
る
。
子
供
の
成
人
後
の
一
〇
年
は
結
婚
や
分
家
が
続
い
て
、
親
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が
最
も
金
銭
を
使
う
時
で
、
経
済
的
に
苦
し
く
な
る
。
し
か
し
そ
の

後
の
生
活
は
、
同
居
の
子
供
が
面
倒
を
み
る
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
親
、
子
と
も
に
そ
れ
を
疑
わ
な
い
。

　
二
〇
〇
〇
年
代
も
家
族
形
態
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、

計
画
生
育
に
よ
っ
て
子
供
は
平
均
二
人
に
減
少
し
、
出
稼
ぎ
の
影
響

を
う
け
て
青
年
層
が
日
常
的
に
不
在
で
、
常
住
者
の
多
く
が
中
高
齢

者
と
な
っ
た
。
老
人
と
子
供
の
み
が
残
る
家
庭
も
あ
る
が
、
出
稼
ぎ

第
二
世
代
は
夫
婦
と
子
供
と
い
う
家
族
で
外
地
に
行
く
例
が
少
な
く

な
い
。
二
〇
〇
八
汶
川
地
震
後
は
、
子
供
が
就
学
期
に
な
る
と
、
出

身
村
が
属
す
る
県
城
（
県
政
府
所
在
地
）
に
子
供
を
だ
し
て
県
城
の

学
校
に
通
わ
せ
る
者
が
続
出
し
て
い
る
。
進
学
に
有
利
で
あ
り
、
同

県
内
で
は
ど
こ
の
小
学
校
に
も
入
学
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
村
落
で

は
、
戸
籍
上
の
個
人
お
よ
び
家
族
の
数
量
や
形
態
に
大
き
な
変
化
は

な
い
も
の
の
、
実
態
は
、
非
常
住
者
の
激
増
に
よ
っ
て
村
落
社
会
の

内
実
が
変
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寡
婦
や
単
身
者
の
み
の
独
居
世
帯

が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
清
以
来
、
土
司
は
兵
士

や
荷
役
等
の
た
め
に
男
性
数
を
村
単
位
で
割
り
当
て
、
村
で
は
そ
れ

を
家
庭
ご
と
に
ふ
り
分
け
た
。
ま
た
、
村
の
水
路
工
事
な
ど
に
も
家

庭
ご
と
に
男
手
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
夫
の

財
産
を
引
き
継
い
だ
寡
婦
に
は
「
招
婿
、
填
房
（
夫
の
弟
あ
る
い
は

兄
と
再
婚
）」
が
勧
め
ら
れ
た
﹇
西
南 1954: 393

﹈。
ま
た
、
現
在

も
、
単
身
者
に
は
、
父
方
と
母
方
の
双
方
か
ら
養
子
を
だ
し
て
夫
婦

と
し
、
単
身
者
の
夫
婦
養
子
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
養

児
防
老
」
に
基
づ
く
伝
統
的
な
社
会
保
障
の
仕
組
み
と
い
え
る
。

　
家
族
間
関
係
に
つ
い
て
は
、
九
〇
年
代
ま
で
は
家
族
内
の
年
長
者

で
あ
る
父
が
家
長
と
な
り
、
一
家
を
代
表
し
て
村
内
で
の
仕
事
や
村

民
大
会
へ
の
参
加
な
ど
を
担
い
、
息
子
が
引
き
継
い
だ
。
母
は
、
家

事
全
般
と
食
糧
や
支
出
入
の
管
理
、
親
戚
友
人
と
の
交
流
な
ど
を
担

い
、
嫁
は
姑
か
ら
倉
庫
の
「
鍵
」
を
渡
さ
れ
た
後
に
そ
れ
を
引
き
継

い
だ
。
生
産
活
動
に
お
い
て
は
、
夫
も
妻
も
同
様
に
担
い
、
農
作
業

は
む
し
ろ
女
性
の
負
担
が
大
き
い
。
老
人
や
子
供
も
家
畜
の
放
牧
を

行
う
。
た
だ
し
、
村
落
社
会
に
お
い
て
は
夫
が
家
の
外
の
公
共
圏
、

妻
が
家
の
内
の
親
密
圏
を
担
う
と
い
う
男
女
の
分
業
が
明
確
に
な
さ

れ
、
子
は
家
長
に
従
い
、
嫁
は
姑
に
従
う
の
が
当
然
と
さ
れ
た
。
ま

た
、
人
間
関
係
や
道
徳
、
社
会
規
範
に
つ
い
て
は
、
母
舅
が
厳
し
く

教
育
し
た
。

　
し
か
し
、
九
〇
年
代
か
ら
青
年
男
性
を
中
心
に
出
稼
ぎ
が
増
え
、

子
世
代
が
農
業
以
外
の
現
金
収
入
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
世
代
間

や
夫
婦
間
の
関
係
が
変
わ
っ
て
き
た
。
家
庭
経
済
は
八
〇
年
代
ま
で

は
農
業
と
家
畜
の
飼
育
が
中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
九
〇
年
代
以
降
は

若
者
の
出
稼
ぎ
収
入
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
、
現
金
収
入
の
中
心
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
家
計
は
従
来
通
り
、
個
人
の
収
入
も
家
族
の
収

入
と
し
て
親
が
管
理
し
た
た
め
、
子
世
代
は
出
稼
ぎ
収
入
を
す
べ
て

家
長
に
渡
し
、
支
出
も
親
が
決
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
子
世
代
が
結
婚

し
て
、
そ
の
妻
が
出
稼
ぎ
収
入
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
家
庭
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内
の
実
質
的
主
導
権
は
、
経
済
的
に
優
位
な
子
世
代
夫
婦
、
特
に
息

子
の
妻
で
あ
る
嫁
に
移
り
、
息
子
は
嫁
に
従
い
、
親
は
子
の
意
見
を

聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。
徐
﹇1993

﹈
は
、
一
九
九
〇
年
初
め
の
子
世

代
夫
婦
に
つ
い
て
、
夫
は
村
内
の
決
め
事
の
決
定
に
あ
た
る
だ
け

で
、
家
内
の
こ
と
は
妻
が
主
導
権
を
も
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
、
村

で
妻
に
逆
ら
え
る
夫
は
一
人
も
い
な
い
と
報
告
す
る
﹇
徐 1993: 

8 9

﹈。
さ
ら
に
、
耿
﹇2014
﹈
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
蘿
蔔
寨
で

は
村
の
青
年
男
女
の
九
〇
％
が
外
地
に
働
き
に
で
る
よ
う
に
な
り
、

家
庭
で
は
夫
は
妻
に
従
い
、
親
は
子
に
従
う
と
い
う
逆
転
傾
向
が

は
っ
き
り
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
姑
嫁
間
の
争
い
も
絶
え
ず
、
概
し

て
姑
が
不
利
で
あ
り
、
姑
嫁
問
題
が
深
刻
な
対
立
状
況
に
至
っ
て
い

る
の
は
二
〇
戸
を
超
え
る
、
近
年
は
息
子
夫
婦
と
の
同
居
を
望
ま
な

い
親
世
代
も
増
え
て
い
る
、
と
報
告
す
る
﹇
耿 2014: 206 ‒207

﹈。

　
徐
﹇1993

﹈
や
耿
﹇2014

﹈
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
夫
の
家
庭
内
で

の
地
位
は
妻
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
二
十
数
年
間
の

現
地
で
の
見
聞
で
も
、
女
性
た
ち
は
概
し
て
働
き
者
で
、
は
っ
き
り

も
の
を
言
い
、
現
実
へ
の
対
応
力
が
高
い
。
特
に
、
被
災
後
の
復
旧

と
観
光
開
発
で
は
、
妻
で
あ
り
母
で
あ
る
女
性
た
ち
は
、
伝
統
の
刺

繍
技
術
を
生
か
し
た
観
光
客
用
の
商
品
づ
く
り
に
は
げ
み
、
バ
イ

ヤ
ー
に
卸
す
一
方
で
、
個
々
に
通
り
の
出
店
で
販
売
し
て
家
計
を
支

え
た
。
男
女
が
と
も
に
生
産
活
動
を
行
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
貧
困
区

で
生
き
て
き
た
彼
ら
の
慣
習
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
普
九
」

（
小
中
学
校
九
年
間
の
義
務
教
育
普
及
）
の
恩
恵
を
受
け
た
「
九
〇

後
」（
九
〇
年
代
生
ま
れ
）
以
降
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
個
人
の
能

力
で
稼
い
で
道
を
開
き
、
時
に
は
、
実
家
へ
の
経
済
的
、
人
的
援
助

も
行
っ
て
い
る
。

㈡
　
分
家
と
親
の
扶
養

　
分
家
の
原
則
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
近
年
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て

い
る
。
息
子
が
親
か
ら
独
立
し
て
新
家
庭
を
つ
く
る
こ
と
で
、
同
時

に
財
産
の
相
続
と
親
の
扶
養
が
決
定
さ
れ
る
。
姑
嫁
や
嫁
ど
う
し
の

争
い
を
避
け
る
た
め
だ
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
息
子
が
一
人
の
場

合
は
、
旧
屋
と
財
産
を
引
き
継
い
で
親
と
同
居
し
、
扶
養
す
る
。
複

数
の
兄
弟
の
場
合
は
、
長
男
が
結
婚
し
て
子
供
が
で
き
た
ら
分
家

し
、
末
子
が
旧
屋
を
引
き
継
ぎ
親
と
同
居
す
る
。
親
は
息
子
の
た
め

に
新
家
屋
を
用
意
す
る
。
財
産
は
兄
弟
均
等
分
配
が
原
則
で
、
分
家

の
儀
式
は
母
舅
家
の
長
老
が
主
催
し
、「
老
田
」（
両
親
用
の
農
地
）

以
外
を
兄
弟
で
均
分
し
、
親
の
死
後
は
老
田
を
均
分
す
る
。
娘
は
婿

を
迎
え
た
ら
財
産
継
承
権
を
も
つ
が
、
嫁
ぐ
場
合
は
持
参
財
の
み
で

あ
る
。
父
母
が
早
世
し
た
場
合
は
、
母
方
の
母
舅
と
姨
媽
が
子
供
を

育
て
、
成
人
後
に
親
の
財
産
を
渡
す
。

　
耿
﹇2014

﹈
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
期
の
蘿
蔔
寨
で
は
老

人
の
居
住
形
態
に
は
三
通
り
あ
る
。
一
は
、
老
夫
婦
が
息
子
た
ち
の

家
を
順
に
回
っ
て
暮
ら
し
、
一
人
に
な
っ
た
ら
、
兄
弟
の
中
の
お
気

に
入
り
と
暮
ら
す
。
二
は
、
父
と
母
が
別
々
に
異
な
る
兄
弟
と
暮
ら

す
。
三
は
、
子
供
と
は
同
居
せ
ず
、
老
夫
婦
の
み
で
暮
ら
す
。
三
は
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近
年
の
形
態
で
、
子
世
代
と
の
同
居
を
望
ま
な
い
親
も
少
な
く
な
い

と
い
う
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
戸
主
が
家
庭
経
済
を
管
理
し
、
親

の
意
見
が
尊
重
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
に
入
っ
て
ほ
と
ん

ど
の
青
年
男
女
が
出
稼
ぎ
に
で
る
よ
う
に
な
り
、
息
子
の
稼
ぎ
は
嫁

が
管
理
す
る
。
一
方
で
、
親
世
代
は
子
供
の
結
婚
や
分
家
用
の
家
屋

準
備
の
た
め
の
支
出
で
経
済
力
が
お
ち
、
家
庭
内
に
お
け
る
姑
の
発

言
力
が
弱
ま
る
。
そ
の
た
め
家
庭
内
で
は
嫁
姑
の
諍
い
が
絶
え
な

い
。
ま
た
息
子
た
ち
も
自
由
を
も
と
め
て
老
人
と
の
同
居
を
好
ま
な

い
傾
向
が
で
て
き
た
。
そ
こ
で
親
は
昼
間
だ
け
孫
の
面
倒
を
み
て
、

夜
は
老
夫
婦
で
す
ご
す
と
い
う
者
も
増
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
息
子

た
ち
は
毎
月
父
母
に
生
活
費
を
お
く
り
、
親
の
葬
儀
費
用
は
兄
弟
で

分
担
す
る
。
娘
た
ち
は
、
多
く
が
村
内
や
郷
内
、
県
城
等
の
近
距
離

圏
で
居
住
し
て
お
り
、
時
々
生
活
用
品
を
持
っ
て
実
家
に
戻
る
﹇
耿

2014: 206 ‒207

﹈。

　
以
上
の
よ
う
に
、
息
子
が
親
と
同
居
し
て
扶
養
す
る
と
い
う
原
則

は
、
考
え
方
と
し
て
根
強
い
も
の
の
、
す
で
に
、
老
人
夫
婦
の
み
と

い
う
実
態
が
少
な
く
な
い
。
親
世
代
の
み
と
い
う
現
状
の
構
成
は
、

一
つ
に
は
、
戸
籍
上
は
家
族
で
あ
る
が
、
子
世
代
は
す
で
に
日
常
的

に
都
市
部
で
暮
ら
し
て
お
り
、
村
で
の
同
居
の
可
能
性
が
低
い
こ

と
、
い
ま
一
つ
は
、
経
済
的
逆
転
に
よ
る
姑
嫁
関
係
の
逆
転
が
、
親

世
代
側
に
別
居
と
い
う
選
択
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
　
雅
都
郷
赤
不
寨
村
大
瓜
子
寨
に
お
け
る 

二
〇
〇
八
汶
川
地
震
後
の
新
村
建
設
と
家
族

　
本
項
で
は
、
大
瓜
子
寨
を
事
例
と
し
て
、
村
落
の
高
齢
化
と
空
洞

化
と
と
も
に
変
化
す
る
家
族
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

㈠
　
民
国
期
か
ら
被
災
後
ま
で
の
七
〇
年
間
の
変

〉
8
〈化

　
雅
都
郷
は
、
青
蔵
高
原
東
端
の
海
抜
二
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
高
山
峡
谷
に
位
置
し
、
河
谷
か
ら
山
頂
に
か
け
て
の
山
腹
斜

面
に
八
つ
の
行
政
村
が
点
在
す
る
。
総
人
口
は
二
八
六
八
人
、
う
ち

九
八
％
が
チ
ャ
ン
族
で
、
残
り
は
チ
ベ
ッ
ト
族
と
漢
族
で
あ
る
（
二

〇
〇
五
年
）。
民
国
期
に
は
蘆
花
県
（
現
黒
水
県
）
に
属
し
、
一
九

五
三
年
に
赤
不
蘇
区
側
の
住
民
の
み
が
チ
ャ
ン
族
と
な
っ
〉
9
〈

た
。
た
だ

し
、
県
境
を
は
さ
ん
だ
雅
都
の
チ
ャ
ン
族
も
黒
水
の
チ
ベ
ッ
ト
族
も

と
も
に
ル
ー
ツ
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
両
者
は
現
在

も
密
な
通
婚
を
行
う
。

　
雅
都
郷
の
経
済
は
、
か
つ
て
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を

栽
培
し
、
ヤ
ギ
や
ブ
タ
を
飼
育
す
る
自
給
的
農
業
を
行
い
、
高
山
の

漢
方
薬
材
を
採
取
し
て
西
の
理
県
県
城
ま
で
売
り
に
行
っ
て
収
入
を

得
た
。
一
九
四
〇
年
代
か
ら
は
全
郷
で
ケ
シ
を
栽
培
し
た
。
八
〇
歳

代
の
老
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
雅
都
で
は
多
く
の
者
が
栽
培
者
で
あ
る

と
同
時
に
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
で
も
あ
っ
た
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後



132

か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
再
び
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
を
中
心
と

し
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
や
リ
ン
ゴ
も
栽
培
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
出

稼
ぎ
が
始
ま
っ
た
。
出
稼
ぎ
は
漢
方
薬
材
の
行
商
で
あ
る
。
二
〇
〇

〇
年
頃
か
ら
リ
ン
ゴ
の
樹
木
が
老
化
し
て
減
産
し
始
め
た
た
め
、
郷

政
府
は
ブ
ド
ウ
栽
培
を
導
入
し
、
県
内
の
ワ
イ
ン
企
業
と
提
携
し
て

ブ
ド
ウ
生
産
基
地
に
転
じ
、
出
稼
ぎ
者
も
帰
村
し
始
め
た
。
と
こ
ろ

が
、
被
災
後
に
郷
政
府
が
赤
不
蘇
河
上
流
に
誘
致
し
た
塩
化
工
場
が

操
業
直
後
か
ら
環
境
汚
染
を
お
こ
し
、
河
水
が
枯
れ
、
ブ
ド
ウ
樹
が

全
滅
し
た
。
工
場
は
住
民
の
激
し
い
抗
議
を
う
け
て
、
賠
償
金
を
支

払
う
と
と
も
に
操
業
を
停
止
し
た
。
ワ
イ
ン
企
業
も
業
績
が
悪
化
し

て
閉
鎖
と
な
り
、
多
く
の
住
民
が
再
び
出
稼
ぎ
に
で
て
い
る
。

　
雅
都
郷
赤
不
寨
村
の
大
瓜
子
寨
は
、
河
谷
部
の
山
腹
急
斜
面
に
位

置
し
、
石
積
み
家
屋
が
要
塞
の
よ
う
に
密
集
し
て
並
ぶ
。
家
屋
間
の

道
が
狭
い
た
め
に
車
が
村
の
入
り
口
ま
で
し
か
入
る
こ
と
が
で
き

ず
、
か
つ
て
は
外
部
の
侵
入
を
防
ぐ
の
に
適
し
て
い
た
が
、
近
年
の

生
活
に
は
不
便
で
あ
る
。
民
国
期
に
は
ケ
シ
栽
培
と
そ
の
取
引
が
盛

ん
に
行
わ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
代
の
民
主
改
革
〉
10
〈時

に
は
、
陳
Ｂ
Ｚ

（
領
主
の
執
事
）、
陳
Ｊ
Ｌ
（
高
利
貸
）、
陳
Ｃ
Ｍ
（
ア
ヘ
ン
売
買
）

と
、
王
某
（
高
利
貸
）、
余
Ｃ
Ｍ
（
高
利
貸
）
の
五
戸
が
地
主
階
級

と
さ
れ
〉
11
〈

た
。

　
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
畑
の
少
な
い
大
瓜
子
寨
で
は
男
性
の
多
く

が
出
稼
ぎ
に
で
る
よ
う
に
な
り
、
村
は
大
き
く
変
わ
り
始
め
た
。
高

山
で
漢
方
薬
材
を
仕
入
れ
、
二
〇
〜
三
〇
人
の
集
団
で
全
国
を
行
商

し
た
。
や
が
て
チ
ベ
ッ
ト
族
の
装
飾
品
や
骨
董
を
扱
う
者
も
で
て
、

年
に
数
十
万
を
稼
ぐ
者
も
現
わ
れ
た
。
出
稼
ぎ
は
長
期
化
恒
常
化
す

る
よ
う
に
な
り
、
九
〇
年
代
後
半
に
は
青
年
の
姿
が
日
常
生
活
か
ら

消
え
、
村
落
全
体
で
毎
年
農
暦
五
月
に
行
っ
て
き
た
祭
山
会
も
で
き

な
く
な
っ
た
。

　
一
方
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
「
普
九
」
が
推
進
さ
れ
た
こ
と

で
、
小
学
校
し
か
な
い
雅
都
郷
の
児
童
は
、
中
学
校
か
ら
県
城
の
中

学
校
に
寄
宿
し
て
学
ん
だ
。
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
生
ま
れ
の
出
稼

ぎ
第
一
世
代
は
、
子
供
に
普
通
話
（
共
通
漢
語
）
を
習
得
さ
せ
る
こ

と
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
学
費
は
義
務
教
育
の
小
中
学
校
ま
で
は
免
除

で
あ
り
、
二
〇
一
六
年
か
ら
は
高
校
も
免
除
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
九

年
に
塩
化
工
場
に
よ
る
汚
染
問
題
が
お
き
て
か
ら
は
、
子
供
を
小
学

校
か
ら
県
城
で
通
わ
せ
る
者
が
増
え
た
。
同
一
県
内
で
あ
れ
ば
ど
の

小
学
校
に
も
入
学
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
親
た
ち
の
多
く
は
、

兄
弟
姉
妹
や
親
類
か
ら
借
金
し
て
県
城
に
部
屋
を
購
入
し
、
老
親
に

世
話
を
頼
ん
で
子
供
を
通
学
さ
せ
た
。
被
災
後
は
、
上
級
学
校
へ
の

進
学
の
た
め
に
教
育
環
境
の
よ
い
県
城
の
小
学
校
に
通
わ
せ
る
傾
向

が
強
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
県
城
の
鳳
儀
小
学
校
が
児
童
数
の
急

増
に
苦
労
す
る
一
方
で
、
鎮
政
府
所
在
〉
12
〈地

に
あ
る
雅
都
小
学
校
は
児

童
数
が
四
〇
〇
余
り
か
ら
一
〇
〇
余
り
ま
で
減
少
し
、
大
瓜
子
寨
の

小
学
生
も
数
名
に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
汶
川
地
震
に
よ
る
被
災
は
、
村
人
に
と
っ
て

大
き
な
決
断
の
時
と
な
っ
た
。
被
災
後
の
復
興
で
は
、
村
を
ど
の
よ
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う
に
再
建
す
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
山
腹
に
あ
っ
た
大
瓜
子
寨

で
は
、
複
数
回
の
村
民
大
会
を
経
て
、
経
済
的
理
由
の
た
め
に
残
留

し
た
二
戸
を
除
い
て
、
幹
線
道
路
に
近
い
河
谷
の
畑
地
に
全
村
で
移

住
し
て
新
村
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
家
屋
建
設
に
は
、
政

府
か
ら
世
帯
ご
と
に
二
万
元
（
一
元
＝
約
六
・
八
円
、
二
〇
〇
八

年
）
の
補
助
が
で
た
。
実
質
的
に
は
中
高
年
が
主
に
居
住
す
る
こ
と

に
な
る
新
村
に
、
ど
の
よ
う
な
新
家
屋
を
建
て
る
の
か
、
高
齢
化
し

て
い
く
老
親
の
た
め
に
村
外
に
常
住
す
る
子
世
代
は
ど
の
よ
う
な
選

択
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
各
家
庭
は
そ
れ
ぞ
れ
の

「
家
族
の
戦
略
」
を
た
て
た
。
以
下
の
「
家
族
」
の
動
き
に
は
、
そ

れ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

㈡
　「
家
族
」の
動
き

　
筆
者
の
調
査
（
二
〇
一
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
大
瓜
子
寨
は
、
被
災

直
前
は
三
九
戸
、
一
四
八
人
で
、
平
均
家
族
数
は
三
〜
四
人
、
陳
姓

二
三
戸
の
ほ
か
王
姓
六
戸
、
楊
姓
六
戸
、
余
姓
四
戸
か
ら
な
る
。
被

災
後
は
、
政
府
か
ら
家
屋
建
築
に
一
世
帯
あ
た
り
二
万
元
の
補
助
が

だ
さ
れ
た
た
め
、
分
家
が
一
挙
に
進
ん
だ
。
ま
た
黒
水
県
か
ら
姻
戚

を
た
よ
っ
て
数
戸
が
移
入
し
、
新
村
に
は
五
〇
戸
を
超
え
る
新
家
屋

が
建
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
六
年
に
は
、
総
戸
数
は
三
七
戸

（
一
五
四
人
）
で
、
陳
姓
二
〇
戸
、
王
姓
八
戸
、
楊
姓
四
戸
、
余
姓

五
戸
、
旧
村
に
残
っ
た
二
戸
を
加
え
る
と
被
災
直
前
の
戸
数
と
ほ
ぼ

同
じ
に
な
っ
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
一
〇
年
余
り
の
間
で
内
実
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い

る
。
戸
籍
上
で
は
一
つ
の
家
族
で
あ
っ
て
も
、
実
態
は
、
親
世
代
が

故
郷
の
村
に
常
住
す
る
一
方
で
、
子
世
代
の
多
く
が
都
市
部
で
暮
ら

し
、
親
と
は
同
居
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
陳
、
王
、

楊
、
余
の
姓
ご
と
の
家
族
構
成
を
も
と
に
、
家
族
の
動
き
を
、
常
住

者
と
非
同
居
者
お
よ
び
そ
の
居
住
地
、
分
家
と
老
親
扶
養
形
態
の
視

点
か
ら
分
析
す
る
（
家
族
状
況
の
詳
細
は
表
１
参
照
）。

　
陳
、
王
、
楊
、
余
の
四
姓
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〜
四
代
を
含
む
複

数
の
「
房
門
」
が
あ
り
、
陳
姓
は
四
、
王
は
一
、
楊
は
一
、
余
は
二

に
分
か
れ
る
。
家
族
形
態
は
、
直
系
家
族
一
五
戸
、
核
家
族
二
一

戸
、
不
明
一
戸
で
、
直
系
家
族
は
、
親
・
子
・
孫
の
三
世
代
の
一
四

戸
と
、
祖
父
母
・
親
・
子
・
孫
の
四
世
代
一
戸
で
あ
る
。
核
家
族
は

親
子
の
二
世
代
一
九
戸
と
、
分
家
し
て
子
世
代
夫
婦
の
み
の
二
戸
が

あ
る
。
平
均
的
な
家
族
形
態
は
、
成
員
数
三
〜
五
人
、
核
家
族
や
三

世
代
直
系
家
族
で
、
規
模
は
小
さ
い
が
、
親
子
関
係
を
基
本
と
す
る

点
は
従
来
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
以
下
で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
常
住
者
と
非
同
居
者
、
親
子
の
同
居
形
態
に
変
化
が
み
ら
れ

る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
非
常
住
（
同
居
）
者
と
は
、
戸
籍
は
村
に

あ
る
が
、
村
で
は
生
活
し
て
お
ら
ず
、
春
節
や
葬
式
結
婚
式
等
の
時

に
村
に
戻
っ
て
く
る
村
民
で
、
日
常
生
活
や
仕
事
の
拠
点
を
村
外
に

お
く
者
、
ほ
ぼ
一
年
中
、
村
外
の
各
地
を
ま
わ
る
長
期
出
稼
ぎ
者
、

就
学
の
た
め
に
村
を
離
れ
て
い
る
者
な
ど
を
含
む
。
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表１　大瓜子村の「家族」

父方
集団名

戸
主

年
齢
家族
形態

登記
家族
（人）

常住
者

（人）
常住者の内訳

非常
住者
（人）

村外家屋の所在地と 
その居住者、主な理由

親との 
同居者 

（登記上）
〈
陳
１
〉

① QI 35 直 5 2 子世代夫婦（組長） 3  県城 母・孫１学◯ 一人息子
② YB 66 直 6 0 6  成都 親・子商◯・孫学◯ 一人息子
③ WL 62 直 4 0 4  成都 父・長男商◯ 長男（父）
④ XS 26 核 2 1 母 1  成都 次男商◯ 次男（母）
⑤ Z 54 核 4 2 親世代夫婦 2 × 娘の一人

〈
陳
２
〉

⑥ XL 55 直 8 7 祖父母・親・長男一家 1 ［成都］次男商◯ 長男

⑦ BQ 40 核 3 0 3  上海 長男妻、〈県城〉孫１学◯、
〈綿陽〉孫２学◯ ×

⑧ GM 38 核 3 2 次男妻・孫娘 1 ［浙江］次男商◯ ×

⑨ BY 36 核 2 2 母・末子 0 　 末子
⑩ SB 48 直 5 2 父・長男妻 3 ［北京］長男商◯　 成都 孫１・２商◯ 長男（妻）
⑪ JS 46 直 5 2 母・次男妻 3 ［河北］次男商◯　〈都江堰〉孫２ 次男（妻）

〈
陳
３
〉

⑫ ST 58 直 7 6 父母・次男一家 1 ［成都］三男商◯ 次男
⑬ L 32 核 2 1 1  成都 長男商◯ ×

⑭ MF 54 核 4 2 父母 2  成都 次男商◯ 次男

⑮ XL 28 核 3 0 3  双流（成都）長男商◯、〈県城〉孫
１学◯ ×

⑯ GU 52 核 3 2 父母 1 ［成都］長男 一人息子
⑰ 核 3 2 父母 1 ［雲南］長男兵◯ 一人息子

〈
陳
４
〉

⑱ GA 核 3 2 父母 1 ［全国］次男商◯ 次男
⑲ F 核 4 3 長男妻・孫２ 1  県城 長男商◯ ×

⑳ H 核 4 3 三男妻・孫２ 1 ［全国］長男商◯ ×
〈
王
〉
㉑ CB 50 直 6 4 長男・孫長女一家 2  県城 長男妻・孫１学◯ 長男
㉒ H 47 直 5 2 次男夫婦 3  成都 母・孫１学◯、［河南］孫２学◯ 次男

㉓ G 44 核 5 0 5  県城 孫１・２・３学◯、［成都］三男
夫婦商◯ ×

㉔ Y 核 4 0 4  成都 四男一家 ×

㉕ LX 核 ？ 0 ？ ［チベット］五男 ×

㉖ JZ 直 5 0 5  県城 長女・孫１一家、［成都］孫
２企◯ ×

㉗ C 45 核 4 0 5  成都 長男一家商◯ ×

㉘ QU 直 7 2 母・孫男学◯ 3  県城 父・次男夫婦・孫商◯ 次男
〈
楊
〉
㉙ QZ 65 直 6 2 父母 4  成都 次女一家・商 学◯◯ 次女
㉚ LJ 51 直 5 4 母・長男妻孫２ 1 　
㉛ F 核 2 0 2 ［貴州］次男夫婦商◯ ×

32 QL 核 4 2 三男夫婦 2 〈成都〉孫１学◯、〈貴州〉孫２学◯ ×
〈
余
１
〉

33 Q 43 直 5 3 父・次男夫婦 2 〈河北〉孫１・大学学◯、〈県城〉孫
２・高校学◯ 次男

34 S 45 核 4 4 長男一家 0

35 G 40 直 5 3 母・三男夫婦 2 〈成都〉孫１・大学学◯、〈県城〉孫
２・高校学◯ 三男

〈
余
２
〉

36 WQ 直 7 7 父母・次男一家 0 次男
37 WD ？ ？ （長男）

〔凡例〕 戸主：斜体は女性、家族形態：直=直系家族、核=核家族　 　   村外家屋の所在地、［　］ 就
業地、〈　〉 就学地、主な理由：学◯=就学、商◯=商売、兵◯=軍隊、企◯=企業、孫の数字は年齢
の順を示す。家族番号は春節時に房門内で一族を招く順番。図２～９の家族番号と同じ。

出所：2016年５月、現地での聞きとりにより作成。
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⑴
　
陳
姓

　
陳
姓
は
曾
祖
父
世
代
で
四
兄
弟
（
陳
1
〜
4
）
に
分
か
れ
る
。

　〈
陳
１
〉（
図
２
）
は
、
戸
籍
人
口
二
一
名
に
対
し
て
、
常
住
者
は

わ
ず
か
五
名
に
す
ぎ
な
い
。
常
住
者
は
、組（
寨
）長
夫
婦
の
ほ
か
、

五
〇
代
の
夫
婦
と
五
〇
代
の
独
居
女
性
で
、
自
活
す
る
親
世
代
で
あ

る
。
子
世
代
は
、
被
災
後
に
分
家
し
、
親
が
息
子
の
た
め
に
県
城
や

成
都
周
辺
に
購
入
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
、
都
市
部
で
働
き
、

孫
世
代
を
県
城
の
学
校
に
通
わ
せ
る
。
春
節
に
は
、
一
家
で
親
が
住

む
実
家
に
戻
っ
て
く
る
。

　
図
２
の
〉
13
〈①
の
家
族
は
、
一
人
息
子
の
陳
Ｑ
Ｉ
（
三
五
歳
）
が
母

（
六
〇
歳
）
と
同
居
す
る
が
、
被
災
後
、
Ｑ
Ｉ
は
息
子
の
た
め
に
県

城
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
、
母
が
孫
娘
（
六
歳
）
と
孫
息
子
（
二

歳
）
の
世
話
を
し
な
が
ら
孫
娘
を
県
城
の
鳳
儀
小
学
校
に
通
わ
せ
て

い
る
。
Ｑ
Ｉ
は
父
が
人
民
公
社
時
代
に
生
産
隊
長
を
務
め
、
自
身
も

組
長
に
選
出
さ
れ
た
た
め
、
大
工
の
出
稼
ぎ
を
や
め
て
職
務
に
あ
た

り
、
妻
と
農
作
業
を
す
る
。
か
な
り
減
収
に
な
っ
た
。

　
②
は
、
戸
主
の
陳
Ｙ
Ｂ
（
六
六
歳
）
が
妻
と
と
も
に
一
人
息
子
の

陳
Ｘ
Ｃ
（
二
九
歳
）
と
成
都
で
同
居
す
る
。
被
災
後
、
村
に
標
準
家

屋
（
核
家
族
用
の
同
一
規
格
の
平
屋
。
詳
細
は
後
述
）
を
建
設
し
た

が
、
成
都
郊
外
の
Ｘ
Ｈ
鎮
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
、
息
子
一
家
と

六
人
で
住
む
。
Ｘ
Ｈ
鎮
は
地
下
鉄
終
点
の
新
興
住
宅
地
で
、
雅
都
郷

出
身
の
親
戚
も
複
数
い
る
。
息
子
Ｘ
Ｃ
は
中
学
か
ら
県
城
で
寄
宿

し
、
卒
業
後
は
友
人
と
装
飾
品
や
工
芸
品
を
行
商
し
、
ほ
ぼ
一
年

中
、
四
川
の
ほ
か
陝
西
や
湖
南
、
湖
北
を
回
る
。
Ｙ
Ｂ
は
〈
陳
１
〉

の
親
世
代
の
最
年
長
者
な
の
で
、
一
家
は
毎
年
年
末
に
必
ず
帰
村
し

て
村
民
大
会
に
出
席
し
、〈
陳
1
〉
の
人
々
を
大
晦
日
夜
に
食
事
に

招
く
。
家
族
の
戸
籍
が
そ
の
ま
ま
な
の
は
、
一
族
の
最
年
長
者
と
し

て
大
瓜
子
寨
に
対
し
て
強
い
帰
属
感
を
も
っ
て
い
る
こ
と
や
退
耕

還
〉
14
〈林

し
た
畑
に
対
す
る
補
償
が
あ
る
か
ら
だ
。
医
療
保
険
な
ど
も
近

年
は
農
村
戸
籍
も
充
実
し
て
い
る
の
で
、
高
額
な
負
担
を
強
い
ら
れ

る
都
市
民
の
そ
れ
よ
り
い
い
、
と
い
〉
15
〈

う
。
な
お
、
Ｙ
Ｂ
自
身
は
Ｘ
Ｈ

鎮
で
工
場
の
保
安
員
を
し
、
妻
も
ス
ー
パ
ー
で
働
い
て
二
人
の
月
収

は
あ
わ
せ
て
三
〇
〇
〇
元
に
な
る
。

　
③
と
④
は
、
被
災
後
、
兄
は
分
家
し
て
成
都
市
Ｘ
Ｈ
鎮
の
マ
ン

シ
ョ
ン
を
購
入
し
、
父
（
六
二
歳
）、
妻
と
子
と
同
居
。
弟
は
新
村

の
標
準
家
屋
と
畑
を
相
続
し
て
母
（
五
五
歳
）
と
同
居
。
た
だ
し
、

兄
弟
は
成
都
で
一
緒
に
働
い
て
お
り
、
実
際
は
、
父
母
が
農
作
業
を

し
な
が
ら
二
人
で
村
に
常
住
す
る
。

　
⑤
は
、
子
世
代
は
娘
の
み
三
人
で
、
み
な
大
専
を
卒
業
し
て
成
都

で
働
く
。
長
女
は
二
〇
一
六
年
六
月
に
中
学
時
代
の
同
級
生
（
黒
水

チ
ベ
ッ
ト
族
）
と
結
婚
し
て
、
新
居
を
義
理
の
両
親
や
兄
夫
婦
と
同

じ
県
城
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
構
え
、
成
都
に
衣
料
品
店
を
開
く
準
備
を

し
て
い
る
。
陳
Ｚ
（
五
五
歳
）
は
か
つ
て
商
い
で
各
地
を
回
っ
た

が
、
五
〇
歳
を
す
ぎ
て
か
ら
村
に
常
住
し
、
妻
と
一
緒
に
青
萃
李

（
ス
モ
モ
の
一
種
）
や
海
椒
（
ト
ウ
ガ
ラ
シ
）
を
栽
培
す
る
。
将
来

は
次
女
か
三
女
に
婿
を
迎
え
て
同
居
す
る
つ
も
り
で
、
二
階
建
て
家
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屋
を
建
て
た
。
婚
出
し
た
長
女
に
は
か

な
り
の
額
の
持
参
金
を
も
た
せ
た
。

　〈
陳
２
〉（
図
３
）
は
、
戸
籍
人
口
二

六
名
に
対
し
て
、
常
住
人
口
は
一
五
名

で
あ
る
。
常
住
者
は
、
主
に
祖
父
お
よ

び
親
世
代
で
あ
る
。
子
世
代
は
ほ
ぼ
非

同
居
者
で
、
村
外
で
働
く
が
、
す
で
に

行
商
人
で
は
な
く
、
儲
け
を
貯
め
て
成

都
や
県
城
等
都
市
で
店
を
も
つ
（
⑦
⑧

⑩
⑪
）。

　
⑥
の
陳
Ｘ
Ｌ
（
五
五
歳
）
は
中
学
卒

業
後
、
色
爾
溝
で
漢
方
薬
材
を
採
集
し

て
全
国
を
行
商
し
て
回
り
、
年
収
が
三

〇
〜
四
〇
万
元
の
時
も
あ
っ
た
、
成
功

者
で
あ
る
。
被
災
後
、
老
い
て
身
体
の

調
子
を
崩
し
た
父
（
八
七
歳
、
も
と
国

家
幹
部
）
が
村
を
離
れ
た
が
ら
な
か
っ

た
た
め
、
一
人
息
子
の
Ｘ
Ｌ
が
老
親
の

た
め
に
帰
村
。
幹
線
道
路
沿
い
の
土
地

に
一
族
が
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
と
、
洗
面
所
つ
き
の
複
数
の
部
屋

（
ベ
ッ
ト
数
一
三
床
）
の
あ
る
三
階
建

て
の
新
屋
を
約
四
〇
万
元
か
け
て
建
設

① ②

③

④ ⑤

県
城

県
城

県
城

県
城

県
城

成
都

成
都

成
都

県
城

県
城

県
城

（
県
城
）

（
県
城
）

（
県
城
）

（
県
城
）

（
県
城
）

〈
県
城
〉

〈
成
都
〉

〈
成
都
〉

〈
県
城
〉

〈
県
城
〉

（
都
江
堰
・
漢
族
）

（
都
江
堰
・
漢
族
）

﹇
県
城
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

図２　陳１家
〔凡例〕
 男性　　　女性　　　死亡　　　夫婦関係　　　親子関係　　　 兄弟姉妹関係
　  婚出（婚出地・婚出先民族） ※記載のないものは村内・郷内で、チャン族に嫁ぐ。県城は茂県政府所在地。
　  婿入り　　［　］ 就業地　   〈　〉 就学地　   　　 登記上の同居家族　　　　村外家屋の所在地
　　　 黒水チベット族　　　　　常住者　　　　　常住者（黒水チベット族）　　丸付数字は家族番号　

注：家族番号は春節時に一族を招く順番である。陳１家の場合、①は大晦日、②は１日夜、⑤は４日
夜に一族を招く。
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し
た
。
Ｘ
Ｌ
は
週
四
〜
五
日
発
電
所
の
保
安
部
に
勤
め
（
月
給
一
七

五
〇
元
）、
ブ
ド
ウ
畑
一
ム
ー
（
一
ム
ー
＝
約
六
・六
六
七
ア
ー
ル
）

を
も
つ
。
長
男
も
発
電
所
保
安
部
に
勤
め
な
が
ら
、
漢
方
薬
材
の
商

い
に
も
で
る
。
長
男
の
た
め
に
成
都
に
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
の
予
定
。

次
男
は
成
都
で
木
材
加
工
場
を
営
み
、
非
同
居
。

　
⑦
⑧
⑨
は
兄
弟
、
父
は
死
去
。
末
子
の
⑨
陳
Ｂ
Ｙ
（
三
六
歳
）
が

家
産
を
引
き
継
い
で
母
と
同
居
。
⑦
⑧
と
も
新
村
に
家
屋
が
あ
る
。

⑦
の
長
男
は
上
海
で
チ
ベ
ッ
ト
族
装
飾
品
を
商
っ
て
い
た
が
死
亡
、

商
い
は
妻
が
引
き
継
ぐ
。
娘
（
一
六
歳
）
は
県
城
の
中
学
、息
子
（
一

四
歳
）
は
成
績
優
秀
で
綿
陽
の
中
学
に
通
う
。
妻
は
夫
の
死
後
も
春

節
に
一
家
で
戻
っ
て
長
男
家
と
し
て
他
家
を
も
て
な
す
。
⑧
の
次
男

は
浙
江
省
で
チ
ベ
ッ
ト
装
飾
品
を
商
い
、
春
節
に
帰
村
す
る
。
妻
が

村
内
に
常
住
し
て
娘
（
六
歳
）
を
雅
都
小
学
校
に
通
わ
せ
て
い
る
。

　
⑩
と
⑪
は
兄
弟
、
と
も
に
新
村
に
家
屋
を
も
つ
。
長
男
の
妻
が
父

と
、
次
男
の
妻
が
母
と
村
に
常
住
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
子
世
代

夫
婦
が
親
と
同
居
す
る
予
定
。
⑩
の
長
男
、
陳
Ｓ
Ｂ
（
四
八
歳
）
は

北
京
で
骨
董
を
商
い
、
そ
の
二
人
の
息
子
は
成
都
で
運
輸
や
骨
董
の

店
を
も
ち
村
に
は
常
住
し
な
い
。
⑪
の
次
男
、
陳
Ｊ
Ｓ
（
四
六
歳
）

も
河
北
で
チ
ベ
ッ
ト
族
装
飾
品
を
商
い
、
二
人
の
娘
の
う
ち
姉
は
婚

出
し
、
妹
は
都
江
堰
の
ホ
テ
ル
で
働
く
。

　〈
陳
３
〉（
図
4
）
は
、
か
つ
て
は
ア
ヘ
ン
売
買
で
富
裕
な
一
門

で
、
祖
父
世
代
の
陳
Ｃ
Ｍ
が
民
主
改
革
で
地
主
階
級
と
さ
れ
た
。
戸

籍
人
口
二
二
名
に
対
し
て
常
住
は
一
三
名
で
あ
る
。
常
住
者
は
主
に

⑪⑩

⑧

⑨

⑦
⑥ 成

都

〈
県
城
〉

（
県
城
・
漢
）

（
県
城
・
漢
）

〈
綿
陽
〉

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
都
江
堰
﹈

﹇
上
海
﹈

﹇
浙
江
﹈

﹇
北
京
﹈

﹇
河
北
﹈

図３　陳２家
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親
世
代
で
あ
る
。
登
記
上
は
み
な
息
子
の
一
人
と
同
居
し
て
い
る

が
、
実
際
は
⑫
の
み
が
親
と
同
居
。
子
世
代
の
男
性
は
成
都
や
県
城

で
働
き
、
非
常
住
。
⑫
⑬
の
兄
弟
は
次
男
一
家
が
両
親
と
同
居
し
、

旧
屋
と
畑
を
相
続
。
未
婚
の
三
男
も
ふ
だ
ん
は
成
都
の
ビ
ー
ル
工
場

で
働
き
、
春
節
に
戻
る
。
長
男
は
被
災
後
に
分
家
し
、
村
内
に
標
準

家
屋
を
も
つ
が
、
ふ
だ
ん
は
成
都
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
み
、
建
築
関

係
に
従
事
。
⑭
⑮
の
兄
弟
は
、
長
男
は
被
災
後
に
分
家
、
成
都
近
郊

の
双
流
市
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
も
つ
。
戸
籍
上
は
次
男
が
両
親
と
暮
ら

す
形
で
あ
る
が
、
次
男
夫
婦
は
成
都
で
衣
料
品
店
を
開
き
、
マ
ン

シ
ョ
ン
で
暮
ら
す
。
村
内
の
家
屋
に
は
発
電
所
の
保
安
部
で
働
く
両

親
（
五
五
歳
と
五
五
歳
）
の
み
が
常
住
。
長
男
次
男
と
も
春
節
に
は

一
家
で
村
に
戻
る
。
⑯
は
一
人
息
子
が
両
親
と
暮
ら
す
形
で
あ
る

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

〈
県
城
〉

﹇
成
都
﹈

  

漢
族

﹇
成
都
﹈

（
雲
南
） 

軍
隊

﹇
成
都
﹈

⑬

⑮⑫
成
都

⑭ ⑯

⑰

成
都

成
都

図４　陳３家

﹇
全
国
﹈

県
城

﹇
全
国
﹈

⑲

⑱

⑳

図５　陳４家
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が
、
息
子
は
成
都
で
車
の
運
転
手
を
し
て
い
て
、
実
際
は
非
常
住
。

⑰
も
一
人
息
子
が
両
親
と
暮
ら
す
形
だ
が
、
息
子
は
人
民
解
放
軍
兵

士
で
雲
南
に
い
る
。

　〈
陳
４
〉（
図
5
）
は
、
戸
籍
人
口
は
一
一
名
、
分
家
し
た
三
人
の

息
子
は
ほ
ぼ
一
年
中
行
商
に
で
て
村
に
は
い
な
い
。
長
男
と
三
男
の

家
族
が
両
親
や
弟
と
同
居
し
、
孫
は
雅
都
小
学
校
に
通
う
。
被
災

後
、
長
男
は
県
城
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
取
得
し
て
分
家
、
次
男
は
両
親

と
同
居
し
て
家
屋
を
相
続
、
三
男
は
、
河
谷
部
に
畑
が
な
か
っ
た
た

め
新
村
か
ら
外
れ
た
場
所
に
家
屋
を
建
て
た
。

⑵
　
王
姓
（
図
6
）

　
戸
籍
人
口
三
六
名
余
に
対
し
て
常
住
者
は
わ
ず
か
八
名
で
あ
る
。

㉑
か
ら
㉕
の
戸
主
は
五
人
兄
弟
、
㉗
㉘
の
戸
主
も
兄
弟
で
、
長
男
が

父
と
、
次
男
が
母
と
同
居
す
る
。
子
世
代
は
み
な
県
城
あ
る
い
は
成

都
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
も
ち
、
夫
婦
と
も
に
外
地
で
働
い
て
い
る
た

め
、
学
校
に
通
う
孫
世
代
を
世
話
す
る
の
は
親
世
代
で
あ
る
。

　
㉑
の
王
Ｃ
Ｂ
（
五
〇
歳
）
は
長
男
で
、
父
（
故
人
）
と
同
居
。
子
供

は
娘
の
み
だ
っ
た
た
め
、長
女
が
黒
水
出
身
の
婿（
発
電
所
技
師
）を

迎
え
て
両
親
と
同
居
。
次
女
は
県
城
の
漢
族
と
結
婚
。
二
〇
一
五
年

に
孫
息
子
（
五
歳
）
の
た
め
に
県
城
に
マ
ン
シ
ョ
ン
（
一
〇
六
平
方

メ
ー
ト
ル
、
三
〇
万
元
）
を
買
っ
た
が
、
購
入
費
用
は
親
戚
か
ら
借

り
、
少
し
ず
つ
返
済
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｂ
の
妻
（
五
〇
歳
）
が
孫
と
一

緒
に
県
城
に
住
ん
で
幼
稚
園
に
通
わ
せ
、
漢
語
を
学
ば
せ
て
い
る
。

チ
ャ
ン
語
は
成
長
し
た
ら
Ｃ
Ｂ
の
妻
が
教
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

㉑

㉒ ㉓ ㉔

㉕

㉗ ㉘

㉖

県
城

県
城

県
城

県
城

県
城

成
都

成
都

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

（
県
城
・
漢
族
）

〈
県
城
〉

〈
松
山
〉

〈
成
都
〉

〈
成
都
〉

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

〈
県
城
〉

〈
県
城
〉

〈
県
城
〉

〈
県
城
〉

〈
県
城
〉

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

﹇
チ
ベ
ッ
ト
﹈

（
県
城
・
漢
族
）

﹇
全
国
﹈　　

﹇
全
国
﹈　　

図６　王家
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㉒
の
王
Ｈ
（
四
七
歳
）
は
次
男
で
、
母
と
同
居
。
子
供
は
娘
（
一

六
歳
、
茂
県
高
校
）
と
息
子
（
一
四
歳
、
県
城
鳳
儀
小
学
校
卒
業
後

に
松
山
少
林
寺
へ
）
で
、
非
同
居
。
二
〇
一
四
年
に
息
子
の
た
め
に

県
城
に
マ
ン
シ
ョ
ン
（
一
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル
、
三
〇
万
元
）
を
購

入
、
購
入
費
用
は
兄
弟
姉
妹
か
ら
借
金
し
、
す
で
に
二
二
万
元
を
返

済
ず
み
。
県
城
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
Ｈ
の
母
が
住
ん
で
孫
の
世
話
を

す
る
。
Ｈ
は
、
か
つ
て
村
人
二
〇
〜
三
〇
人
と
と
も
に
、
主
に
省
内

で
漢
方
薬
材
の
行
商
を
し
て
い
た
。
村
長
に
選
ば
れ
て
か
な
り
の
減

収
に
な
っ
た
が
（
年
収
一
万
六
〇
〇
〇
元
）、
村
長
と
し
て
被
災
後

の
復
興
を
主
導
し
た
。
現
在
、
常
住
の
村
民
が
激
減
し
た
た
め
に
、

村
長
と
し
て
の
仕
事
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。
三
年
前
か
ら
発
電
所

保
安
部
で
も
働
く
（
月
給
一
六
〇
〇
元
）。
二
〇
〇
〇
年
代
の
初

め
、
郷
が
ブ
ド
ウ
生
産
基
地
に
な
っ
て
景
気
が
よ
く
な
っ
た
の
で
、

一
四
年
に
茶
楼
と
雑
貨
店
を
始
め
た
が
、
一
五
年
に
ワ
イ
ン
工
場
が

倒
産
し
て
不
景
気
に
な
り
、
外
部
か
ら
く
る
人
も
な
く
な
っ
た
の

で
、
閉
店
し
た
。
現
在
は
紅
萃
李
（
ス
モ
モ
の
一
種
）
を
二
ム
ー
で

栽
培
。

　
㉓
の
王
Ｇ
（
四
四
歳
）
は
三
男
で
、
被
災
後
分
家
し
て
標
準
家
屋

を
建
て
た
が
、
成
都
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
を
開
い
て
二
、三
年
に
な

る
。
春
節
に
帰
村
す
る
。
県
城
に
も
マ
ン
シ
ョ
ン
を
も
ち
、
県
城
で

働
く
長
女
（
二
〇
歳
、
高
卒
）
と
茂
県
八
一
中
に
通
う
次
女
（
一
八

歳
）
が
住
む
。
長
男
（
一
八
歳
）
は
、
阿
壩
州
農
業
貿
易
学
校
卒
業

後
、
チ
ベ
ッ
ト
で
叔
父
と
働
く
予
定
で
あ
る
。
㉔
の
王
Ｙ
は
四
男

で
、
被
災
後
分
家
し
て
標
準
家
屋
を
建
て
た
が
、
成
都
で
マ
ン
シ
ョ

ン
を
購
入
し
て
一
家
で
暮
ら
し
、
春
節
に
戻
る
。
㉕
は
五
男
で
、
チ

ベ
ッ
ト
で
働
く
。

　
㉖
の
Ｊ
Ｚ
（
五
二
歳
）
は
長
女
で
、
郷
内
俄
俄
村
の
曾
（
雅
都
小

教
師
）
に
嫁
い
だ
が
、
夫
が
死
亡
し
、
春
節
に
は
大
瓜
子
寨
の
実
家

に
戻
る
。
被
災
後
、
息
子
の
た
め
に
県
城
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入

し
、
息
子
（
二
二
歳
）
夫
婦
、
孫
と
と
も
に
住
む
。
娘
（
二
〇
歳
）

は
大
専
卒
業
後
、
成
都
で
働
く
。

　
㉗
㉘
は
、
被
災
後
に
兄
（
四
五
歳
）
は
分
家
し
、
成
都
で
マ
ン

シ
ョ
ン
を
購
入
し
て
住
み
、
春
節
に
戻
る
。
弟
は
登
記
上
で
は
両
親

と
同
居
だ
が
、
一
年
中
夫
婦
で
各
地
を
行
商
す
る
。
県
城
に
マ
ン

シ
ョ
ン
を
買
い
、
父
母
に
世
話
を
頼
ん
で
子
供
を
県
城
の
小
学
校
に

通
わ
せ
た
が
、
孫
息
子
が
県
城
の
学
校
に
つ
い
て
い
け
ず
祖
母
と
と

も
に
帰
村
し
て
雅
都
小
学
校
に
戻
っ
た
。
孫
娘
は
祖
父
が
一
緒
に
す

み
、
県
城
の
小
学
校
に
通
う
。

⑶
　
楊
姓
（
図
7
）

　
戸
籍
人
口
一
七
名
に
対
し
て
常
住
人
口
は
八
名
で
あ
る
。
㉚
㉛
32

の
戸
主
は
三
人
兄
弟
で
、
被
災
後
分
家
し
て
三
棟
の
標
準
家
屋
を
た

て
た
。
二
人
の
姉
は
と
も
に
雅
都
郷
内
に
嫁
ぐ
。
㉚
の
長
男
（
五
一

歳
）
が
高
齢
の
老
親
と
同
居
す
る
が
、
本
人
は
行
商
で
ほ
ぼ
年
中
不

在
、
娘
（
二
四
歳
）
は
発
電
所
に
勤
め
る
。
㉛
の
次
男
は
貴
州
で
商

売
を
し
て
お
り
、
春
節
に
戻
る
。
32
の
三
男
は
、
長
女
は
成
都
で
働

き
、
次
女
は
貴
州
で
就
学
、
夫
婦
の
み
が
村
で
暮
ら
す
。
㉙
の
楊
Ｑ
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Ｚ
（
六
五
歳
）
は
四
人
の
娘
を
も
つ
。
長
女
（
三
三
歳
）
は
同
組
の

陳
家
に
嫁
ぎ
、
都
江
堰
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
も
つ
。
次
女
（
二
八
歳
）

が
婿
を
迎
え
て
両
親
と
同
居
。
た
だ
し
娘
一
家
は
成
都
で
働
き
、
孫

息
子
二
人
（
一
〇
歳
、
七
歳
）
は
成
都
の
小
学
校
に
通
う
。
三
女

（
二
五
歳
）
は
大
卒
後
、
黒
水
出
身
の
夫
と
結
婚
、
成
都
で
働
く
。

四
女
（
二
三
歳
）
も
大
卒
で
黒
水
林
業
局
に
勤
め
る
。
老
親
の
み
が

常
住
。

⑷
　
余
姓
（
図
8
・
9
）

　
戸
籍
人
口
二
一
余
名
に
対
し
て
、
常
住
人
口
は
一
七
名
で
、
非
同

居
者
は
村
外
の
学
校
に
就
学
す
る
孫
世
代
で
あ
る
。
孫
世
代
は
、
雅

都
郷
小
学
校
に
五
名
、
県
城
の
高
校
に
一
名
、
成
都
の
大
学
と
高
校

に
三
名
が
通
う
。

　〈
余
１
〉
33
34
35
の
戸
主
は
兄
弟
で
、
長
男
（
四
五
歳
）
が
祖
父

母
（
故
人
）
と
、
次
男
（
四
三
歳
）
が
父
（
六
三
歳
）
と
、
三
男

（
四
〇
歳
）
が
母
（
六
〇
歳
）
と
同
居
。
34
の
余
Ｓ
が
長
男
で
、
結

婚
が
遅
か
っ
た
た
め
に
息
子
（
一
三
歳
）
と
娘
（
一
〇
歳
）
は
ま
だ

雅
都
小
学
校
に
通
う
。
畑
六
ム
ー
に
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
栽
培
し
、
出
稼

ぎ
に
は
い
か
な
い
。
33
の
余
Ｑ
は
次
男
で
、
発
電
所
の
高
圧
電
気
を

扱
う
技
術
者
。
長
女
（
二
二
歳
）
は
河
北
廊
芳
大
学
医
学
部
、
次
女

（
一
九
歳
）
は
茂
県
高
校
に
通
う
。
35
の
余
Ｇ
は
出
稼
ぎ
で
貯
め
た

資
金
で
、
雅
都
鎮
政
府
の
あ
る
通
河
壩
村
に
土
地
を
借
り
て
雑
貨
店

を
開
く
。
三
・
五
ム
ー
の
畑
で
ト
ウ
ガ
ラ
シ
や
青
萃
李
を
栽
培
す

る
。
長
男
（
二
四
歳
）
は
成
都
徳
陽
大
学
建
築
科
在
学
。
県
城
に
マ

﹇
成
都
﹈

﹇
成
都
﹈

〈
貴
州
〉

﹇
貴
州
﹈

〈
成
都
〉

〈
成
都
〉

〈
成
都
〉
㉙

㉚
㉛

32
成
都

成
都

図７　楊家
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ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
、
次
男
（
一
九
歳
）
が
そ
こ
か
ら
県
城
の
八
一

高
校
に
通
う
。

　〈
余
２
〉
の
三
兄
弟
は
、
長
男
は
不
明
、
次
男
の
余
Ｗ
Ｑ
は
小
学

校
卒
、
発
電
所
保
安
部
で
働
き
、
二
女
一
男
が
雅
都
小
に
通
う
。
三

男
は
村
内
の
楊
Ｑ
に
婿
入
り
し
、
一
家
で
成
都
に
い
る
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
新
村
建
設
後
の
大
き
な
変
化
は
、
第
一
に
、
三

〇
代
以
下
の
子
世
代
は
ほ
と
ん
ど
が
村
に
は
常
住
し
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
子
世
代
は
中
学
校
あ
る
い
は
小
学
校
か
ら
す
で
に
県
城
の

学
校
に
通
い
、
卒
業
後
は
進
学
す
る
か
、
行
商
で
全
国
を
回
る
か
、

都
市
で
働
く
。
村
で
暮
ら
し
た
時
間
は
短
く
、
農
作
業
の
経
験
も
あ

ま
り
な
い
。
親
世
代
は
、
息
子
の
た
め
に
、
被
災
後
、
県
城
や
成
都

市
郊
外
な
ど
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
て
お
り
、
将
来
的
に
、
息
子

一
家
は
村
に
は
戻
ら
ず
都
市
に
住
む
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
常
住
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
の
た
め
に
村
落
の
運
営
や

全
村
が
共
同
で
行
う
祭
祀
等
の
活
動
が
ほ
ぼ
で
き
な
く
な
っ
た
こ

と
。
第
三
に
、
共
同
体
の
活
動
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
父
方
集

団
の
活
動
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
葬
儀
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
機
能

し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
父
方
集
団
は
精
神
的
な
紐
帯
と
し
て
五

〇
歳
代
以
上
に
な
お
根
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
春
節
で
の
一
門
の

輪
番
制
の
会
食
と
い
う
場
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
空
間
と
な
っ
て
い

る
。

　
チ
ャ
ン
族
の
父
方
集
団
は
、
漢
族
の
宗
族
制
度
と
は
や
や
異
な

〈
河
北
〉

〈
県
城
〉

〈
雅
都
〉

〈
雅
都
〉

〈
成
都
〉

〈
県
城
〉

33 3534

県
城

図８　余１家

36

成
都

37

〈
雅
都
〉

〈
雅
都
〉

〈
雅
都
〉

図９　余２家
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り
、
族
譜
や
祠
堂
は
な
く
、
火
葬
が
原
則
で
あ
っ
た
た
め
墳
墓
も
な

く
、
と
も
に
祖
先
祭
祀
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
、
各
集
団
に

は
か
つ
て
固
有
の
火
葬
場
が
あ
り
、
葬
儀
で
は
序
列
や
相
互
関
係
が

明
確
に
示
さ
れ
る
。
父
方
集
団
の
主
な
機
能
は
、
村
落
社
会
の
運
営

や
山
神
祭
な
ど
の
祭
祀
活
動
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
、
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
て
い
な
い
。
村
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
春
節
前
の
村
民
大
会

で
、
そ
の
年
の
活
動
報
告
と
次
年
度
の
予
定
が
村
規
民
約
を
も
と
に

相
談
さ
れ
る
。
陳
Ｘ
Ｃ
（
二
九
歳
）
の
記
憶
で
は
、
伝
来
の
村
規
民

約
に
は
、
春
耕
前
の
水
源
や
水
路
の
修
復
、
家
屋
建
築
の
手
伝
い
、

結
婚
や
葬
儀
の
手
伝
い
な
ど
が
あ
り
、
Ｘ
Ｃ
一
家
も
春
の
作
業
が
あ

る
時
や
結
婚
や
葬
儀
に
は
必
ず
帰
村
す
る
。
た
だ
し
、
家
屋
建
設
の

手
伝
い
は
、
中
学
か
ら
村
を
出
て
い
た
の
で
し
た
こ
と
が
な
い
。
若

い
世
代
は
み
な
そ
う
だ
と
い
う
。
被
災
後
、
高
速
道
路
が
整
備
さ
れ

た
の
で
、
成
都
か
ら
で
も
三
時
間
程
度
で
帰
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
王
村
長
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
村
の
共
同
体
と
し
て
の
運

営
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
村
長
の
仕
事
は
村
民
大
会
の
開

催
や
個
別
の
社
会
保
障
や
補
償
関
連
の
業
務
く
ら
い
だ
と
い
う
。

　
全
村
で
の
祭
祀
活
動
も
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
シ
ピ
（
シ
ャ
ー

マ
ン
）
と
長
老
、
村
の
幹
部
が
中
心
と
な
っ
て
祭
山
会
な
ど
を
行
っ

て
い
〉
16
〈

た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
後
期
に
な
る
と
、
四
〇
代
以
下

の
男
性
が
ほ
と
ん
ど
不
在
と
な
っ
て
で
き
な
く
な
っ
た
。
チ
ャ
ン
族

社
会
は
、「
父
系
血
縁
の
単
系
関
係
が
骨
格
を
な
し
、
家
庭
―
家
門

―
親
房
―
村
―
郷
―
国
家
と
繋
が
っ
て
社
会
関
係
を
形
成
す
る
」

﹇
徐 1993: 72 ‒73

﹈
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
が
、
実

質
的
に
は
主
に
高
齢
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
、
村
落
社
会
は
か
つ
て
の
機
能
を
ほ
ぼ
失
っ
て
い
る
。

㈢
　
分
家
と
親
子
関
係

　
チ
ャ
ン
族
の
分
家
は
、
息
子
た
ち
に
家
屋
を
含
む
家
産
を
平
等
に

分
割
し
、
同
時
に
、
親
の
居
住
形
態
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
家
族
を

再
編
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
を
扶
養
し
て
き
た
親
が
扶

養
さ
れ
る
側
に
な
る
と
い
う
、親
子
関
係
の
逆
転
を
意
味
し
て
い
る
。

　
分
家
は
、
一
般
に
、
長
男
が
結
婚
し
て
子
供
が
で
き
た
時
に
行
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
チ
ャ
ン
族
で
は
、
女
性
が
妊
娠
し
て
は
じ
め
て
夫

婦
が
同
居
し
、
正
式
な
家
族
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
大

瓜
子
寨
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
、
女
性
は
婚
礼
後
に
実
家
に
戻

り
（「
回
門
」）、
妊
娠
す
る
ま
で
自
家
に
留
ま
り
、
妊
娠
し
て
は
じ

め
て
夫
方
の
者
と
な
っ
て
同
居
、
妻
方
実
家
は
こ
の
時
に
持
参
財
を

も
た
せ
る
と
い
う
慣
習
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
分
家
の
儀
式
は
、
父
の
兄
弟
が
協
議
し
、
母
舅
が
立
ち
会
う
。
新

家
屋
を
必
ず
用
意
し
、
道
具
も
す
べ
て
平
等
に
分
け
、
不
足
は
父
と

母
の
兄
弟
が
補
充
す
る
。
協
議
内
容
は
口
頭
で
述
べ
、
書
写
し
な

い
。
息
子
た
ち
は
反
対
で
き
な
い
。
決
定
後
、
参
会
者
を
招
い
て

「
咂
酒
」（
チ
ン
ク
ー
酒
）
を
飲
む
。
一
般
に
は
、
父
方
が
家
屋
と
家

具
、「
鉄
三
脚
」（
五
徳
）、
食
器
具
を
、
母
方
は
衣
服
な
ど
を
用
意

す
る
。
な
お
、
父
方
が
準
備
で
き
な
い
場
合
は
、
母
舅
（
母
方
集
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団
）
が
家
屋
建
築
の
労
働
力
や
資
力
も
だ
す
。

　
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
分
家
は
時
期
も
内
容
も
大
き
く

変
わ
り
、
儀
式
を
行
わ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
背
景
に

は
、
一
に
、
子
世
代
が
就
学
や
就
職
を
都
市
部
で
行
う
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、
親
は
息
子
の
た
め
の
新
家
屋
を
村
内
に
建
設
す
る
の
で
は

な
く
、
都
市
部
で
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
二
に
、
新
夫
婦

が
結
婚
後
す
ぐ
に
都
市
部
の
新
家
屋
で
二
人
だ
け
で
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
分
家
と
同
時
に
決
定
さ
れ
る
親
の
扶
養
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
息
子
が
親
と
同
居
し
て
扶
養
を
担
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
親

世
代
も
子
世
代
も
従
来
と
同
様
の
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
、

ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
同
居
す
る
の
か
と
い
う
点
に
大
き
な
変
化
が

あ
る
。
大
瓜
子
の
事
例
（
図
２
〜
９
）
に
よ
れ
ば
親
と
の
同
居
に
は

四
つ
の
型
が
あ
る
。
一
は
、
一
人
息
子
の
場
合
は
、
必
ず
両
親
と
同

居
す
る
。
親
が
望
む
場
合
は
村
に
常
住
す
る
。
都
市
で
息
子
と
同
居

す
る
例
も
あ
る
。
二
は
、
兄
弟
が
複
数
の
場
合
は
、
兄
弟
の
う
ち
一

人
か
、
末
子
が
同
居
す
る
。
三
は
、
父
と
母
が
別
々
の
兄
弟
と
住

む
、
四
は
、
娘
の
み
の
場
合
は
婿
を
い
れ
、
婿
が
家
長
に
な
る
。
し

か
し
実
態
は
、
子
世
代
の
多
く
が
村
に
常
住
し
て
お
ら
ず
、
親
と
子

が
分
居
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
表
１
に
よ
れ
ば
、
親
世
代
は
、
夫
婦
二
人
の
場
合
で
自
活
で
き
る

七
〇
歳
代
ま
で
村
に
残
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
分
家
と
同

時
に
同
居
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
村
で
暮
ら
す
と
い
う
自
立
志
向
が

親
世
代
側
に
も
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
一
人
に
な
っ
た
ら
、
息
子
が
暮

ら
す
都
市
に
行
く
。
耿
﹇2014

﹈
で
は
、
嫁
姑
問
題
を
避
け
る
た
め

に
同
居
し
な
い
と
い
う
傾
向
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
親
の
扶
養
に
つ
い
て
は
、
同
居
し
な
い
で
近
居
す

る
、
と
い
う
第
五
の
選
択
が
出
現
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
表
１
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
家

庭
に
非
共
住
人
口
が
含
ま
れ
て
い
る
。
常
住
人
口
は
約
七
〇
名
で
、

戸
籍
人
口
の
半
分
に
も
満
た
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
五
〇
代
以
上
の
親
世

代
で
あ
る
。
四
〇
代
以
下
は
夫
婦
で
出
稼
ぎ
に
で
、
七
〇
代
以
上
の

親
が
い
る
場
合
（
⑩
⑪
）
は
妻
が
村
に
残
っ
て
老
親
の
世
話
を
す

る
。
就
学
中
の
子
供
が
い
る
場
合
は
、
県
城
周
辺
や
成
都
郊
外
に
マ

ン
シ
ョ
ン
を
買
っ
て
そ
こ
か
ら
通
わ
せ
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入

は
、
実
は
、
将
来
の
息
子
の
分
家
に
備
え
た
投
資
で
も
あ
り
、
全
戸

の
約
三
分
の
一
が
所
有
す
る
。
さ
ら
に
春
節
の
み
に
戻
る
「
空
巣
家

庭
」
九
戸
を
加
え
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
家
庭
は
全
戸
の
約
半
数

を
占
め
、
三
〇
代
以
下
の
子
世
代
の
ほ
と
ん
ど
が
近
隣
の
地
方
都
市

に
拠
点
を
も
つ
。

　
子
世
代
は
、
所
謂
「
九
〇
後
」
で
、
就
学
の
た
め
に
早
期
に
親
元

を
離
れ
て
県
城
で
学
び
、
県
城
や
近
隣
の
地
方
都
市
で
働
く
。
も
は

や
農
民
で
は
な
く
、
村
で
育
っ
た
経
験
が
薄
い
た
め
に
「
大
瓜
子

人
」
と
な
っ
て
農
業
を
す
る
可
能
性
は
少
な
い
。
子
世
代
に
と
っ
て

の
故
郷
は
、
親
の
い
る
大
瓜
子
寨
で
あ
り
、
春
節
に
戻
る
の
は
親
が

そ
こ
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。
親
が
亡
く
な
れ
ば
、
葬
式
以
外
で
は
帰
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る
こ
と
は
な
い
。
新
た
な
都
市
近
郊
の
拠
点
は
、
病
院
や
学
校
が

あ
っ
て
親
戚
も
お
り
、
大
瓜
子
寨
か
ら
数
時
間
の
範
囲
に
位
置
し
て

い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
空
間
と
全
く
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
、
と
彼
ら
は
い
う
。

　
親
世
代
に
と
っ
て
は
、
息
子
の
た
め
に
都
市
部
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を

購
入
す
る
こ
と
は
、
実
は
自
分
た
ち
の
た
め
で
も
あ
る
こ
と
を
認
識

し
て
い
る
。
親
世
代
は
、
老
後
の
最
後
の
時
間
を
故
郷
で
子
や
孫
と

暮
ら
し
た
い
と
思
う
も
の
の
、
必
ず
し
も
大
瓜
子
寨
で
は
な
い
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
新
村
の
再
建
家
屋
の
多
く
が
核
家
族

用
の
家
屋
で
あ
り
、
三
世
代
の
同
居
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
新
村
で
再
建
さ
れ
た
家
屋
は
、
ほ
と
ん
ど
が
同
一
規
格
の
漢
族
式

平
屋
（
標
準
家
屋
と
記
す
）
で
あ
る
。
平
屋
は
、
建
設
費
が
約
一
〇

万
元
で
比
較
的
安
価
で
あ
り
、
大
工
で
も
あ
る
組
長
が
弟
子
と
と
も

に
平
屋
建
設
の
ほ
と
ん
ど
に
関
わ
り
、
村
人
が
協
力
し
合
っ
て
建
設

し
た
。
チ
ャ
ン
族
の
男
性
は
伝
統
的
に
優
れ
た
石
工
で
あ
り
、
家
屋

の
建
設
に
は
各
戸
が
材
料
の
供
出
や
建
設
工
事
の
手
伝
い
に
で
る
こ

と
が
伝
来
の
村
規
民
約
で
あ
る
。
新
家
屋
は
囲
炉
裏
の
あ
る
居
間

（
一
隅
は
台
所
）
と
寝
室
二
室
で
、
内
庭
が
あ
り
、
菜
園
に
し
た
り

果
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
ご
と
に
水
道
が
引
か
れ
、
納
屋
と

ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
つ
き
の
洗
面
所
兼
ト
イ
レ
（
既
製
品
が
全
戸
に

支
給
さ
れ
た
）
も
庭
の
一
隅
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
画
一
品

の
ト
イ
レ
は
、
下
水
道
施
設
が
併
設
さ
れ
て
い
な
い
た
め
普
段
は
使

わ
な
い
。
台
所
に
は
水
道
と
電
気
が
引
か
れ
、
電
気
釡
と
電
気
ポ
ッ

ト
、
電
気
コ
ン
ロ
が
ど
の
家
庭
に
も
常
備
さ
れ
て
い
る
。
囲
炉
裏
は

現
在
で
は
日
常
は
使
わ
な
い
が
、
冬
は
暖
を
と
る
た
め
に
火
を
い
れ

る
。
家
具
は
ど
の
家
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
ベ
ッ
ド
と
衣
服
入
れ
、
粉
を

う
っ
て
麺
を
作
る
テ
ー
ブ
ル
、
低
い
イ
ス
が
数
脚
、
簡
単
な
食
器

棚
、
台
所
用
具
と
甕
が
数
個
で
最
低
限
の
道
具
で
あ
る
。
石
積
み

二
、
三
階
建
て
の
旧
村
の
家
屋
に
比
べ
て
、「
猪
膘
」（
毎
年
正
月
前

に
殺
す
「
年
猪
」
で
作
っ
た
燻
製
肉
）
を
貯
蔵
し
た
貯
蔵
室
が
な
く

な
り
、
家
具
や
物
資
が
よ
り
簡
素
に
な
っ
た
。

　
こ
の
標
準
家
屋
に
対
し
て
、
新
村
に
数
棟
建
て
ら
れ
た
二
、
三
階

建
て
家
屋
は
、
明
ら
か
に
数
世
代
の
居
住
と
家
屋
を
伝
承
す
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
る
。
複
数
の
家
庭
で
は
、
幹
線
道
路
沿
線
の
土
地
の

借
地
権
を
購
入
し
、
数
十
万
元
を
使
っ
て
建
設
業
者
に
委
託
し
、
部

屋
数
の
多
い
立
派
な
二
階
建
て
を
建
て
た
。
と
も
に
、
戸
主
が
有
能

で
、
行
商
で
稼
ぎ
、
帰
村
し
て
か
ら
も
村
政
府
や
発
電
所
に
勤
め
て

い
る
。
ま
た
息
子
の
う
ち
一
人
は
出
稼
ぎ
を
す
る
と
と
も
に
、
将
来

的
に
は
村
で
親
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
ま
た
、
娘
し
か
い
な
い
数
戸
も
、
婿
を
迎
え
て
娘
夫
婦
と
同
居
す

る
予
定
で
大
き
な
二
階
建
て
を
建
て
た
。
娘
た
ち
の
親
は
、
娘
た
ち

が
ど
ん
な
に
成
績
優
秀
で
上
級
学
校
へ
進
学
し
よ
う
と
も
、
村
外
に

マ
ン
シ
ョ
ン
を
買
わ
な
か
っ
た
。
娘
三
人
を
も
つ
陳
Ｚ
に
よ
れ
ば
、

県
城
に
部
屋
を
買
う
の
は
、
将
来
、
息
子
が
分
家
す
る
時
の
投
資
で

あ
り
、
娘
し
か
い
な
い
自
分
た
ち
は
買
う
つ
も
り
は
な
い
、
そ
れ
よ
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り
も
婚
出
す
る
娘
に
は
で
き
る
だ
け
の
現
金
を
持
た
せ
た
い
し
、
家

に
残
っ
て
同
居
す
る
娘
の
た
め
に
は
立
派
な
家
屋
を
建
て
る
の
だ
と

い
う
。
筆
者
は
、
彼
ら
が
、
暮
ら
し
に
余
裕
が
な
い
の
に
兄
弟
や
親

戚
か
ら
借
金
し
て
県
城
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
買
い
、
子
供
を
通
学
さ
せ

る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
ず
っ
と
疑
問
で
あ
っ
た
が
、
陳
Ｚ
の
説
明
で

納
得
し
た
。
い
つ
返
済
で
き
る
か
も
わ
か
ら
な
い
金
額
を
借
金
す
る

者
も
さ
れ
る
者
も
、
親
と
し
て
息
子
に
家
を
用
意
す
る
の
は
当
然
だ

と
い
う
伝
統
的
な
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ン
族
の
習
慣
で
は
、
息
子
が
生
ま
れ
た
ら
す
ぐ
に
、
将
来
の

分
家
に
備
え
て
新
家
屋
の
建
設
準
備
を
始
め
る
。
筆
者
が
一
九
九
〇

年
代
か
ら
調
査
時
に
お
世
話
に
な
っ
た
家
で
は
、
二
人
目
の
息
子
が

生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
長
男
の
た
め
に
土
地
を
選
び
、
材
料
の
石
を
集

め
始
め
た
。
石
積
み
家
屋
を
村
人
の
協
力
を
得
て
造
る
と
い
う
の
が

慣
習
で
あ
っ
た
た
め
、
各
戸
は
、
ま
ず
女
性
が
籠
一
杯
の
石
を
供
出

し
、
男
性
は
石
積
み
の
作
業
を
手
伝
う
。
大
雨
が
降
っ
て
崖
が
崩
れ

る
と
、
み
な
が
一
斉
に
籠
を
か
つ
い
で
石
を
取
り
に
行
っ
た
。
石
積

み
の
作
業
は
、
息
子
が
成
人
に
達
す
る
前
ま
で
に
毎
年
、
農
閑
期
を

使
っ
て
少
し
ず
つ
何
年
も
か
け
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
こ

の
よ
う
な
習
慣
は
大
瓜
子
寨
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
村
外
で

働
く
息
子
に
は
、
村
内
で
は
な
く
、
子
供
の
教
育
や
老
親
の
病
院
通

い
に
便
利
な
近
隣
の
都
市
、
例
え
ば
被
災
後
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

よ
っ
て
車
で
一
時
間
ほ
ど
の
距
離
に
短
縮
さ
れ
た
県
城
や
、
高
速
道

路
の
整
備
に
よ
っ
て
車
で
二
〜
三
時
間
と
い
う
都
江
堰
や
成
都
郊
外

に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
買
う
と
い
う
の
が
被
災
後
の
傾
向
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
チ
ャ
ン
族
の
親
と
子
の
世
代
間
関
係
は
、「
場
」
と
し

て
は
す
で
に
「
同
居
」
で
は
な
く
、親
世
代
は
故
郷
の
農
村
に
住
み
、

子
世
代
は
車
で
通
う
こ
と
の
可
能
な
都
市
部
に
分
居
す
る
と
い
う

「
近
居
」
に
変
化
し
て
い
る
。
た
だ
し
近
居
の
様
態
は
多
様
で
あ
る
。

三
　
婚
出
女
性
と
母
舅
（
母
方
集
団
）

㈠
　
婚
出
女
性
と
母
舅
に
関
す
る
先
行
研
究

　
チ
ャ
ン
族
の
家
族
は
、一
般
に
、「
実
行
一
夫
一
妻
的
父
権
家
庭
、

但
舅
権
影
響
較
大
、
保
留
着
母
権
制
遺
風
」﹇
耿 2014: 202

﹈
と
さ

れ
、
父
系
の
家
父
長
制
で
あ
る
と
と
も
に
、
母
舅
が
大
き
な
力
を
も

ち
、
そ
れ
は
母
権
制
の
な
ご
り
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
確
か
に
、

チ
ャ
ン
族
の
母
舅
は
所
謂
「
母
系
社
会
」
の
モ
ソ
人
の
母
舅
が
実
父

に
代
わ
っ
て
娘
の
子
供
た
ち
を
指
導
し
尊
敬
を
う
け
る
姿
を
想
起
さ

せ
〉
17
〈

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
徐
平
﹇1993

﹈
は
、
チ
ャ
ン
族
の
母
舅
権
を

単
純
に
母
系
制
に
結
び
つ
け
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、

母
舅
は
、
社
会
的
バ
ラ
ン
ス
の
調
整
と
次
世
代
に
対
す
る
監
督
機
能

を
も
ち
、家
庭
の
揉
め
事
か
ら
分
家
や
新
築
、就
学
、結
婚
の
許
可
、

葬
儀
に
至
る
ま
で
関
わ
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
際
に
可

能
な
限
り
の
援
助
を
行
う
と
記
す
。
た
だ
し
、
な
ぜ
母
舅
が
そ
の
よ

う
な
機
能
を
受
け
も
つ
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
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母
舅
に
関
し
て
は
、
漢
族
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
植
野
弘
子
は
、
従
来
の
漢
族
研
究
が
父
系
制
の
み
に
着
目

し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、「
婚
出
女
性
」
が
つ
く
り
出
す
異
な
る

連
帯
と
し
て
「
娘
家
」
の
重
要
性
に
注
目
す
る
。
母
舅
の
権
威
と
、

儀
礼
的
贈
与
と
経
済
的
援
助
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
娘
家
」
の
役
割

が
、
里
帰
り
や
出
産
・
生
育
儀
礼
、
分
家
、
新
築
儀
礼
、
婚
出
女
性

の
葬
儀
、
婚
出
女
性
の
息
子
に
対
す
る
監
督
に
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま

た
、
近
年
は
急
激
な
未
婚
化
と
少
子
化
に
伴
っ
て
、
子
の
誕
生
に
女

子
を
嫌
厭
す
る
風
は
な
く
な
り
、
婚
出
女
性
の
「
偏
娘
家
化
」（
実

家
に
頼
る
）
と
娘
家
の
父
母
が
孫
の
育
児
や
家
事
に
積
極
的
に
協
力

し
、
財
産
相
続
に
お
け
る
男
女
平
等
が
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
と

と
も
に
、
同
時
に
娘
家
に
お
け
る
親
の
扶
養
や
死
後
の
祭
祀
に
つ
い

て
の
娘
の
責
任
も
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
す
る
﹇
植
野

2015

﹈。
た
だ
こ
れ
も
、
母
舅
（
母
方
集
団
）
が
な
ぜ
婚
出
女
性
と

そ
の
息
子
に
社
会
の
仕
組
み
と
し
て
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ふ

れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
以
下
で
は
、
婚
出
女
性
と
母
方
集
団
の
関
係
の
視
点
か

ら
、
チ
ャ
ン
族
に
お
け
る
母
舅
（
母
方
集
団
）
の
権
力
の
仕
組
み
と

変
化
に
つ
い
て
考
え
る
。

㈡
　
母
方
集
団
の
力
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か

⑴
　「
親
上
加
親
」
と
母
舅

　
図
2
〜
9
に
よ
れ
ば
、
大
瓜
子
寨
で
は
、
婚
入
女
性
に
は
黒
水
出

身
者
が
多
い
。
特
に
、
曾
祖
父
と
祖
父
世
代
ま
で
は
、
婚
入
女
性
は

ほ
と
ん
ど
が
黒
水
出
身
（
具
体
的
に
は
雅
都
郷
に
隣
接
す
る
黒
水
県

瓦
鉢
梁
子
を
主
と
す
る
）
で
あ
る
。
父
世
代
も
黒
水
出
身
の
女
性
が

多
く
、
組
、
村
、
郷
と
い
う
ご
く
近
距
離
の
生
活
圏
の
出
身
者
が
こ

れ
に
次
ぐ
。
こ
れ
は
、
大
瓜
子
寨
の
婚
姻
が
一
九
九
〇
年
代
初
期
ま

で
は
、
黒
水
の
母
方
集
団
に
配
偶
対
象
者
を
求
め
た
こ
と
に
よ
る
。

チ
ャ
ン
族
は
、
か
つ
て
「
親
上
加
親
、
雪
上
加
凌
」（
母
方
イ
ト
コ

婚
）
を
最
も
好
ま
し
い
結
婚
と
し
た
。「
親
上
加
親
」
と
は
、
息
子

が
母
の
兄
弟
の
娘
と
結
婚
す
る
「
姑
舅
表
婚
」、
あ
る
い
は
息
子
が

母
の
姉
妹
の
娘
と
結
婚
す
る
「
姨
表
婚
」
を
さ
す
。
特
に
、
前
者
は

妻
の
父
す
な
わ
ち
義
理
の
父
が
母
の
兄
弟
（
母
舅
）、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
者
と
い
う
、
最
も
上
下
関
係
が
明
確

な
、
近
く
て
強
い
結
び
つ
き
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。
か

つ
て
西
南
中
国
、
と
り
わ
け
山
間
部
の
民
族
集
団
は
古
来
よ
り
移
動

を
繰
り
返
し
、
漢
族
や
他
民
族
集
団
と
の
対
立
や
内
部
間
の
争
い
、

土
匪
の
襲
来
が
絶
え
な
か
っ
た
。
チ
ャ
ン
族
の
環
境
も
例
外
で
は
な

く
、
村
落
は
外
部
者
が
侵
入
し
に
く
い
山
腹
や
山
頂
に
開
か
れ
、
石

積
み
の
二
、
三
階
建
て
の
家
屋
と
二
十
数
メ
ー
ト
ル
の
石
碉
が
要
塞

の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
、
敵
の
襲
来
に
備
え
〉
18
〈

た
。
抗
争
が
続
く
な
か

で
、
婚
姻
は
集
団
間
の
強
い
紐
帯
の
一
つ
と
な
り
、
婚
出
女
性
は
父

方
と
母
方
の
集
団
を
結
ぶ
象
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
大
瓜
子
寨
に
と
っ
て
の
黒
水
集
団
も
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い



148

た
。
黒
水
人
は
、
清
末
、
民
国
期
の
四
川
西
北
部
で
最
も
恐
れ
ら
れ

た
集
団
で
あ
〉
19
〈

る
。
か
つ
て
黒
水
社
会
で
は
、「
略
奪
」
を
成
人
男
性

の
条
件
と
し
て
称
賛
す
る
慣
習
が
あ
り
、「
搶
婚
」（
友
人
の
助
け
を

得
て
女
性
を
連
れ
去
る
略
奪
婚
）
が
盛
ん
に
行
わ
れ
〉
20
〈

た
。
搶
婚
は
事

前
に
相
談
し
た
男
女
間
で
行
わ
れ
る
儀
式
の
一
つ
と
も
い
え
、
男
性

側
に
と
っ
て
は
喜
ば
し
い
行
為
で
あ
り
、
社
会
的
に
も
承
認
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
ま
で
黒
水
に
属
し
て
い
た

大
瓜
子
寨
に
お
い
て
も
、
若
者
は
黒
水
と
往
来
し
、
黒
水
で
搶
婚
を

行
っ
た
。
大
瓜
子
寨
の
陳
Ｑ
の
母
（
六
〇
歳
）
も
、
水
車
小
屋
で
粉

を
ひ
い
て
い
た
時
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
と
語
る
。
黒
水
は
、
大
瓜
子

寨
の
男
性
に
と
っ
て
母
の
出
身
地
で
あ
り
、
特
別
な
意
味
を
も
っ
て

お
り
、
現
在
も
黒
水
に
伴
侶
を
も
と
め
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
陳
Ｘ

Ｃ
（
三
〇
歳
代
）
は
、
チ
ャ
ッ
ト
で
女
友
達
を
さ
が
す
時
に
黒
水
出

身
と
い
う
条
件
を
だ
し
て
現
在
の
妻
と
知
り
合
っ
た
が
、
妻
の
側
も

同
じ
習
慣
を
も
つ
者
が
安
心
だ
っ
た
か
ら
と
話
す
。

⑵
　
母
舅
と
母
方
集
団
の
役
割

　
徐
﹇1993

﹈
に
よ
れ
ば
、
母
舅
は
、
姑
父
や
伯
叔
、
姨
父
と
並
ぶ

「
四
大
門
親
」
の
一
つ
で
あ
り
、
父
方
一
族
の
長
老
や
近
親
、
家
族

と
と
も
に
冠
婚
葬
祭
や
分
家
等
に
参
加
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
で

は
、
母
舅
の
権
力
が
最
大
で
あ
る
。「
舅
権
」（
母
方
実
家
）
の
役
割

は
、
婚
出
女
性
に
つ
い
て
は
婚
出
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
擁
護
、
そ

の
息
子
に
つ
い
て
も
誕
生
か
ら
結
婚
ま
で
の
間
に
お
け
る
道
徳
礼
儀

か
ら
遵
法
に
及
ぶ
監
督
保
護
と
し
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
女
性
の
嫁

ぎ
先
に
関
わ
る
役
割
を
四
つ
あ
げ
る
。

　
一
は
、
家
庭
内
の
揉
め
事
、
姑
嫁
問
題
や
分
家
等
の
調
停
。
母
舅

は
し
ば
し
ば
婚
出
女
性
側
に
た
っ
て
夫
方
を
叱
責
、
非
難
す
る
。
二

は
、
外
甥
の
婚
約
や
結
婚
に
は
母
舅
の
同
意
が
必
ず
必
要
と
さ
れ

る
。
同
時
に
、
母
舅
側
は
外
甥
に
対
し
て
最
多
の
祝
金
や
大
マ
ン
ト

ウ
、
新
郎
の
「
冠
」
と
「
挂
紅
」用
の
紅
布
を
贈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
三
は
、
外
甥
用
の
家
屋
の
建
設
に
は
、
母
舅
が
棟
上
げ
儀
式
で

銀
や
茶
葉
、
米
、
塩
を
入
れ
た
小
包
を
主
梁
に
掘
り
込
む
。
こ
の
儀

式
が
な
い
こ
と
は
恥
で
あ
り
、
不
順
で
あ
り
、
新
住
人
に
災
い
や
病

が
ふ
り
か
か
る
と
さ
れ
る
。
四
は
、
婚
出
女
性
の
葬
儀
で
の
主
賓
の

役
割
で
あ
る
。
母
舅
群
は
遺
体
を
検
視
し
て
死
因
を
承
認
す
る
。
納

得
で
き
な
い
場
合
は
、「
打
葬
火
」（
数
日
間
に
及
ぶ
飲
食
と
家
屋
へ

の
打
ち
壊
し
）
が
許
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、最
初
の
清
明
節
に
は
、母
の

兄
弟
は
ヤ
ギ
を
犠
牲
に
し
て
捧
げ
、遺
族
に
米
や
マ
ン
ト
ウ
を
配
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
婚
出
女
性
の
出
産
や
生
育
の
節
目
で
あ
る
誕
生
直

後
、「
満
月
」（
満
一
カ
月
）、「
満
歳
」（
満
一
歳
）
に
母
舅
一
団
が
儀

礼
的
贈
答
品
を
持
っ
て
訪
れ
る
。
特
に
満
月
は
、「
坐
月
」（
出
産
後

の
養
生
）
が
お
わ
っ
た
嫁
が
子
供
を
人
々
に
披
露
す
る
た
め
に
全
村

人
を
招
い
て
盛
大
に
行
う
﹇
徐 1993: 97 ‒105

﹈。
理
県
通
化
郷
で

は
母
舅
か
ら
、
誕
生
直
後
に
は
衣
服
や
帽
子
靴
、
布
団
、
満
月
に
は

「
猪
油
」（
ラ
ー
ド
）、「
腊
肉
」（
干
し
肉
）、
鶏
卵
、
咂
酒
、
満
歳
の

時
に
は
銀
製
の
長
命
鎖
が
贈
ら
れ
〉
21
〈

る
﹇
四
川
省
編
輯
組 1986: 9 3

﹈。

　
以
上
の
よ
う
に
、
母
舅
は
婚
出
女
性
と
そ
の
息
子
に
対
し
て
大
き
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な
権
力
を
持
つ
反
面
、
そ
れ
に
伴
う
責
任
も
重
く
、
経
済
的
負
担
は

誰
よ
り
も
重
い
。

⑶
　「
不
落
不
家
」
と
妊
娠

　
な
ぜ
、
母
舅
は
前
述
の
よ
う
な
大
き
な
権
力
と
責
任
を
負
う
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
そ
の
権
力
の
内
因
に
つ
い
て
「
不
落
不
家
」

と
い
う
婚
姻
習
俗
か
ら
考
え
る
。

　
チ
ャ
ン
族
に
は
、
漢
語
で
「
不
落
不
家
」
と
よ
ば
れ
る
独
特
の
婚

姻
習
俗
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
広
範
囲
で
続
け
ら
れ

て
い
た
。
不
落
不
家
と
は
、
婚
礼
後
に
女
性
が
実
家
に
戻
っ
て
そ
の

ま
ま
実
家
に
留
ま
り
、
懐
妊
後
に
夫
方
に
移
っ
て
定
住
す
る
こ
と

で
、
女
性
の
持
参
財
は
そ
の
時
に
母
方
か
ら
贈
ら
れ
る
。
逆
に
い
え

ば
、
子
供
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ず
っ
と
実
家
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
女
性
は
、
母
方
集
団
の
一
員
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ン
族
の
婚
姻
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
九
五
〇
年
代
は
、「
説

婚
」（
申
し
込
み
）、「
訂
婚
」（
婚
約
）、「
結
婚
」（
嫁
迎
え
、
新
婦

家
の
嫁
送
り
儀
式
、
新
郎
家
で
の
披
露
宴
、
回
門
）
で
あ
る
﹇
西
南

1954: 390

﹈。
こ
れ
は
、
漢
族
の
「
六
礼
」（
納
彩
―
問
名
―
納
吉
―

納
徴
―
請
期
―
親
迎
）
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
以
下

に
示
す
よ
う
に
、「
回
門
」
後
に
「
不
落
不
家
」
が
広
く
行
わ
れ
る

点
が
大
き
く
異
な
る
。

　
西
南
﹇1954

﹈
に
よ
れ
ば
、
披
露
宴
後
、
新
夫
婦
は
す
ぐ
に
は
同

居
し
な
い
。
三
日
目
に
夫
婦
で
妻
の
実
家
に
戻
り
、
二
人
で
一
〇
日

か
ら
半
月
ほ
ど
滞
在
し
て
感
情
が
合
え
ば
同
居
す
る
。
妻
は
そ
の
ま

ま
一
年
ほ
ど
実
家
に
留
ま
る
﹇
西
南 1954: 392 ‒393

﹈。
茂
県
の
河

谷
区
で
も
、
披
露
宴
後
、
三
日
目
に
実
家
に
戻
っ
た
ら
、
女
性
は
二

〜
三
年
間
実
家
で
暮
ら
し
、
子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら
夫
方
に
移
る

﹇
兪
主
編 2000: 98 ‒99

﹈。
自
由
恋
愛
を
原
則
と
す
る
大
小
黒
水
地

区
で
も
、
式
後
、
初
め
の
二
〜
三
年
間
は
実
家
で
暮
ら
し
、
子
供
が

で
き
て
か
ら
夫
方
に
移
る
。
女
性
側
の
持
参
財
は
子
供
が
生
ま
れ
て

か
ら
渡
す
。
夫
が
娘
家
で
暮
ら
す
こ
と
も
あ
る
﹇
西
南 1954: 394

﹈。

　
さ
ら
に
、
不
落
不
家
は
、
幾
つ
か
の
地
域
で
一
九
八
〇
年
代
ま
で

続
け
ら
れ
た
。
耿
﹇2014

﹈
に
よ
れ
ば
、
汶
川
県
蘿
蔔
寨
で
は
、
一

九
八
〇
年
代
ま
で
、
婚
礼
後
、
新
婦
は
翌
日
あ
る
い
は
三
日
後
に
実

家
に
戻
り
、
妊
娠
す
る
ま
で
実
家
に
留
ま
っ
た
。
た
だ
し
妻
は
、
夫

家
で
労
働
力
が
足
り
な
い
農
繁
期
な
ど
に
よ
ば
れ
た
。
筆
者
の
二
〇

一
六
年
の
調
査
で
も
、
大
瓜
子
寨
で
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
新
婦
は

三
日
目
に
実
家
に
戻
っ
て
妊
娠
す
る
ま
で
実
家
で
過
ご
し
た
。
夫
が

妻
の
も
と
に
通
い
、
妻
も
し
ば
し
ば
夫
の
家
に
手
伝
い
に
行
っ
た
。

　
た
だ
し
、
不
落
夫
家
は
、
地
域
に
よ
っ
て
は
す
で
に
一
九
五
〇
年

代
か
ら
変
化
し
て
い
る
。
理
県
通
化
郷
で
は
、
農
閑
期
の
一
一
月
、

一
二
月
に
結
婚
し
、
三
日
目
に
夫
婦
で
妻
の
実
家
に
行
き
、
妻
は
そ

の
ま
ま
一
二
月
二
七
、
二
八
日
ま
で
留
ま
り
、
そ
の
後
夫
家
に
戻
っ

て
同
居
が
始
ま
る
。
た
だ
し
持
参
材
は
出
産
後
に
贈
ら
れ
る
﹇
四
川

省
編
輯
組 1986: 8 3

﹈。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
変
化
は
、
女
性
が
妊
娠

を
境
に
夫
方
に
属
す
る
と
い
う
部
分
の
形
式
化
で
あ
る
が
、
一
方

で
、
持
参
財
を
渡
さ
な
い
こ
と
で
、
女
性
の
所
属
が
な
お
実
家
に
も
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あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
不
落
不
家
は
公
認
の
「
走
婚
」（
通
い
婚
）
の

開
始
と
い
え
る
。
夫
方
と
妻
方
で
披
露
宴
を
あ
げ
て
公
認
の
間
柄
で

あ
る
こ
と
を
公
表
し
た
時
点
で
は
、
女
性
は
な
お
実
家
側
（
妻
方
）

に
属
し
て
い
る
が
、
実
家
に
戻
っ
て
男
性
が
通
い
、
妊
娠
し
た
後
に

夫
方
に
移
っ
て
出
産
す
る
。
出
産
後
は
、
女
性
と
赤
子
は
満
一
歳
の

宴
で
夫
方
の
社
会
で
披
露
さ
れ
、
そ
の
成
員
と
し
て
公
認
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
夫
方
の
家
内
に
お
け
る
婚
出
女
性
と
そ
の
子
に

関
わ
る
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
母
舅
は
母
方
を
代
表
し
て
関
わ

る
。
こ
れ
は
、
婚
出
女
性
に
対
す
る
母
方
集
団
の
義
務
と
さ
れ
て
い

る
が
、
実
は
権
利
で
あ
り
、
婚
出
女
性
は
死
に
至
る
ま
で
出
身
の
母

方
集
団
に
も
属
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
塚
田
誠
之
は
、
壮
族
の
婚
出
女
性
に
つ
い
て
、「
不
落
夫
家
」
の

婚
姻
習
俗
を
と
り
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。（
不
落
不
家
の

習
俗
は
）
解
放
前
の
広
西
の
な
か
で
も
西
部
・
北
部
と
い
う
現
在
で

も
壮
族
の
多
い
地
方
で
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
一

九
五
〇
年
代
以
降
の
研
究
で
は
、
単
系
進
化
論
主
義
的
な
理
論
の
枠

組
み
が
前
提
と
さ
れ
て
起
点
と
終
点
を
設
定
し
て
そ
の
中
間
は
す
べ

て
「
過
渡
期
」
と
し
て
括
り
、
な
お
か
つ
母
権
あ
る
い
は
母
系
制
の

「
遺
留
」
と
い
う
検
証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
曖
昧
な
概
念
が
あ
て

は
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
従
来
、
不
落
夫
家
の
原
因
と

さ
れ
た
早
婚
・
父
母
包
辨
婚
（
父
母
が
子
の
婚
姻
を
決
め
る
）・
嫁

の
自
由
な
生
活
へ
の
希
求
と
い
う
こ
と
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
と

し
、
彼
ら
の
婚
姻
が
受
胎
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
し
、
女
性
は
そ
れ

ま
で
は
実
家
に
い
て
母
方
に
も
属
す
る
と
い
う
、
婚
出
女
性
の
「
両

属
性
」
を
指
摘
す
る
﹇
塚
田 1999: 143 ‒174

﹈。

　
チ
ャ
ン
族
の
婚
出
女
性
に
つ
い
て
も
、
兪
栄
根
が
同
様
の
指
摘
を

行
う
。
兪
は
、
女
性
の
「
両
属
制
」
が
長
く
続
く
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
女
性
の
婚
出
は
実
家
を
離
れ
て
夫
方
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る

が
、
女
性
は
「
族
系
」
上
、
血
縁
上
は
依
然
と
し
て
母
方
の
「
父
系

家
譜
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
「
両
属
性
」
が
舅
権

の
内
因
で
あ
る
と
す
る
﹇
兪
主
編 2000: 155

﹈。
た
だ
し
、
婚
出
女

性
自
身
の
両
属
性
に
関
わ
る
権
利
や
義
務
な
ど
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
説
明
は
な
い
。

　
筆
者
も
大
瓜
子
寨
の
陳
Ｚ
の
長
女
の
嫁
送
り
前
後
の
宴
や
儀
式
に

参
加
し
た
時
に
（
二
〇
一
六
年
）、
新
婦
と
同
世
代
の
婚
出
女
性
た

ち
が
大
勢
村
に
戻
っ
て
嫁
送
り
前
夜
の
宴
に
出
席
し
て
踊
り
、
翌
日

の
嫁
送
り
時
に
は
、
新
婦
に
関
わ
る
諸
事
や
儀
式
に
参
加
し
、
時
に

は
指
示
を
だ
し
な
が
ら
手
伝
い
、
そ
の
ま
ま
県
城
で
の
披
露
宴
に
も

実
家
の
家
族
の
一
員
と
し
て
列
席
し
、〈
陳
1
〉
一
門
だ
け
の
記
念

写
真
に
収
ま
る
の
を
目
に
し
た
。
彼
女
た
ち
は
夫
や
子
供
を
連
れ
ず

に
一
人
で
実
家
に
戻
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
婚

出
女
性
の
「
両
属
制
」
が
一
生
に
及
ぶ
こ
と
を
感
じ
た
。

⑷
　
女
性
の
婚
姻
観
の
変
化

　
と
こ
ろ
で
、
近
年
出
稼
ぎ
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
婚
姻
対
象
の
範
囲

が
拡
大
し
、
自
由
恋
愛
に
よ
る
結
婚
が
主
流
と
な
っ
た
。
特
に
、
一
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九
九
〇
年
代
以
降
、
出
稼
ぎ
先
で
知
り
合
っ
た
相
手
と
恋
愛
、
結
婚

す
る
チ
ャ
ン
族
女
性
が
出
現
し
、
そ
の
ま
ま
都
市
部
に
暮
ら
す
例
が

増
え
て
い
る
。
図
２
の
①
の
二
人
の
姉
の
よ
う
に
と
も
に
都
江
堰
の

漢
族
男
性
に
嫁
い
だ
例
や
、
県
城
の
チ
ャ
ン
族
や
漢
族
に
嫁
ぐ
女
性

の
例
が
複
数
あ
る
。
女
性
に
と
っ
て
、
婚
姻
は
す
で
に
個
人
の
選
択

で
あ
り
、
親
や
親
族
、
母
舅
の
許
可
は
徐
々
に
形
式
化
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
婚
姻
慣
習
の
変
化
は
、
チ
ャ
ン
族
地
区
全
体
に
み
ら

れ
る
。
配
偶
者
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
〇
年
代
の
新
婚
姻
法

施
行
以
来
、
本
人
の
意
思
が
多
少
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

の
、
一
九
九
〇
年
代
初
期
ま
で
は
多
く
の
チ
ャ
ン
族
地
区
で
父
母
が

主
導
し
た
。
同
姓
不
婚
を
原
則
と
し
て
、
ま
ず
「
親
上
加
親
、
雪
上

加
凌
」（
母
方
イ
ト
コ
婚
）
を
好
ま
し
い
結
婚
と
し
て
優
先
す
る
こ

と
が
閉
鎖
的
な
居
住
圏
で
代
々
行
わ
れ
た
た
め
、
近
隣
村
落
に
一
定

の
母
方
集
団
が
形
成
さ
れ
、
村
内
お
よ
び
郷
内
で
は
異
な
る
父
系
集

団
が
互
い
に
婚
姻
集
団
と
な
っ
て
男
女
を
交
換
し
た
。
父
方
、
母
方

集
団
は
ほ
ぼ
同
じ
居
住
圏
内
で
生
活
し
た
。

　
し
か
し
九
〇
年
代
中
期
以
降
、
出
稼
ぎ
の
増
加
と
と
も
に
婚
姻
圏

が
拡
大
し
、
特
に
女
性
は
外
地
の
都
市
部
で
働
く
よ
う
に
な
る
と
、

民
族
や
地
理
的
条
件
等
の
制
約
を
簡
単
に
超
え
て
し
ま
い
、
婚
姻
の

プ
ロ
セ
ス
も
簡
略
化
さ
れ
、
女
性
側
は
結
納
と
し
て
現
金
を
求
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
婚
姻
に
お
け
る
個
人
化
と
い
う
変
化
は
、
婚
姻
圏
の
拡
大
と
い
う

形
で
、
若
い
女
性
を
中
心
に
す
す
ん
で
い
る
。
背
景
に
は
、
一
に
、

九
〇
年
代
後
半
以
降
、「
普
九
」
に
よ
っ
て
女
性
も
中
卒
以
上
の
学

歴
を
え
て
社
会
で
働
き
、
経
済
的
な
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
。
二
に
、
多
く
が
中
学
卒
業
後
、
都
市
で
服
務
員
等
に
な
っ
て
働

き
、
結
婚
や
離
婚
の
自
由
を
当
然
と
す
る
都
市
民
の
影
響
を
受
け
、

様
々
な
人
に
出
会
う
機
会
を
得
た
こ
と
。
三
に
、
一
九
八
一
年
新
婚

姻
法
で
法
定
婚
姻
年
齢
が
男
二
二
歳
、
女
二
〇
歳
以
上
と
な
っ
て
晩

婚
が
奨
励
さ
〉
22
〈

れ
、
親
や
周
囲
か
ら
の
早
婚
の
圧
力
が
へ
り
、
男
性
ほ

ど
親
や
母
舅
の
監
督
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
婚
姻
の
個
人
化
は
、
経
済
力
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
女
性
自
身
の
発
言
力
を
強
く
し
、
母
舅
の
影
響
力
が
弱
ま
る

反
面
、
婚
出
女
性
に
対
す
る
実
家
の
人
的
経
済
的
サ
ポ
ー
ト
、
お
よ

び
実
家
に
対
す
る
婚
出
女
性
の
関
与
の
、
相
互
的
な
関
与
が
増
し
て

い
る
。お

わ
り
に

　
チ
ャ
ン
族
社
会
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
就
学
や
出
稼
ぎ
に

よ
る
若
者
の
離
村
と
、
二
〇
〇
八
汶
川
地
震
後
の
村
落
の
統
廃
合
に

よ
っ
て
、
高
山
部
の
村
落
を
中
心
に
村
落
共
同
体
の
空
洞
化
が
す
す

ん
で
い
る
。
村
落
の
空
洞
化
は
、
居
住
人
口
の
減
少
や
高
齢
化
だ
け

で
は
な
く
、
村
落
の
運
営
や
活
動
そ
の
も
の
を
低
調
に
し
、
そ
れ
を

担
っ
て
き
た
複
数
の
父
系
集
団
お
よ
び
男
性
の
社
会
的
発
言
力
を
低

下
さ
せ
た
。
ま
た
、
村
外
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
若
者
、
特
に
女
性
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の
婚
姻
観
の
変
化
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
同
一
郷
内
を
主
と
し
て
き

た
婚
姻
圏
が
外
部
に
拡
大
し
た
結
果
、
婚
姻
や
人
間
関
係
に
絶
大
な

力
を
も
っ
て
い
た
母
舅
の
影
響
力
も
低
下
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
茂
県
雅
都
郷
赤
不
寨
村
大
瓜
子
寨
を
事
例
と
し
て
、

家
族
の
実
態
と
そ
の
戦
略
に
つ
い
て
分
析
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論

じ
ら
れ
な
か
っ
た
母
舅
（
母
方
集
団
）
と
婚
出
女
性
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
考
察
し
た
。

　
一
に
、
家
族
の
形
態
は
、
戸
籍
上
の
統
計
で
は
核
家
族
が
最
多

で
、
次
が
親
と
同
居
す
る
直
系
家
族
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
変
化
は

な
い
が
、
実
態
は
、
子
世
代
の
非
常
住
者
が
激
増
し
て
、
主
な
常
住

者
が
親
世
代
や
祖
父
母
世
代
の
高
齢
者
と
な
り
、
親
世
代
の
多
く
が

息
子
と
は
同
居
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
家
庭
経
済
の
収
入
の
大
部
分

を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
子
世
代
、
特
に
そ
の
管
理
の
実
権
を
握
る
妻

の
発
言
力
が
増
し
て
、
子
に
従
う
親
、
子
世
代
に
お
け
る
妻
に
従
う

夫
と
い
う
、
従
来
と
逆
転
し
た
世
代
間
関
係
お
よ
び
夫
婦
間
関
係
が

一
般
的
に
な
っ
た
。

　
二
に
、
親
世
代
に
も
意
識
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
息
子
の
結
婚
と

分
家
の
た
め
に
、
家
屋
を
事
前
に
準
備
し
、
将
来
、
親
子
が
同
居
す

る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
を
親
は
み
な
強
く
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
四
川
地
震
後
の
再
建
に
お
い
て
、
親
世
代
は
新
村
で
の
家
屋
再

建
よ
り
も
、
息
子
の
た
め
に
早
期
に
都
市
部
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入

し
、
都
市
部
で
の
就
学
に
も
使
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
新
村
に
建
設
し
た
家
屋
は
多
く
が
核
家
族
用
の
標
準
家
屋

で
あ
り
、
三
世
代
以
上
の
同
居
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

親
世
代
は
、
都
市
で
働
く
息
子
の
帰
村
を
断
念
す
る
一
方
で
、
自
分

た
ち
は
可
能
な
限
り
村
で
暮
ら
す
と
い
う
選
択
を
し
た
と
い
え
る
。

　
三
に
、
母
舅
（
母
方
集
団
）
が
婚
出
女
性
に
対
し
て
強
い
権
威
と

重
い
責
務
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
つ
に
は
歴
史
的
な
要
因
が

考
え
ら
れ
る
。
西
南
中
国
の
民
族
地
区
は
、
歴
史
的
に
不
安
定
で
、

外
敵
の
襲
撃
や
他
集
団
と
の
抗
争
が
頻
発
し
た
。
そ
の
た
め
集
団
内

部
や
近
隣
集
団
と
の
間
に
婚
姻
に
よ
る
強
い
協
力
関
係
が
必
要
と
さ

れ
た
。
代
々
の
母
方
イ
ト
コ
婚
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
母
方
集
団

は
、
強
い
絆
を
も
つ
家
族
と
親
戚
を
再
生
産
し
、
婚
出
女
性
と
そ
の

子
に
対
し
て
保
護
と
い
う
名
の
母
方
側
の
権
利
を
主
張
し
た
。
こ
れ

は
、
兪
が
い
う
よ
う
に
、
婚
出
女
性
は
生
涯
に
お
よ
ん
で
父
方
集
団

と
母
方
集
団
の
双
方
に
属
す
る
（
両
属
性
）
こ
と
を
示
し
て
い
る

﹇
兪
主
編 2000

﹈。

　
チ
ャ
ン
族
の
村
落
社
会
は
、
徐
﹇1993

﹈
が
述
べ
る
よ
う
に
、
村

落
の
社
会
的
活
動
（
公
共
圏
）
を
担
う
父
方
集
団
と
、「
家
族
」
を

基
本
と
し
た
人
間
関
係
（
親
密
圏
）
を
再
生
産
す
る
母
方
集
団
が
互

い
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
存
在
し
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は

親
と
息
子
の
関
係
で
あ
り
、
後
者
は
母
方
実
家
と
娘
（
婚
出
女
性
）

の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
就
学
や
就
労
、
出

稼
ぎ
に
よ
っ
て
外
部
と
の
交
流
が
増
え
た
こ
と
で
、
婚
姻
圏
の
拡
大

や
婚
姻
慣
習
の
変
化
、
若
者
の
都
市
民
化
が
す
す
み
、
従
来
の
父
方

集
団
と
母
方
集
団
間
で
保
た
れ
て
き
た
チ
ャ
ン
族
社
会
の
バ
ラ
ン
ス
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が
崩
れ
始
め
、
家
族
の
実
態
も
変
わ
っ
て
き
た
。

　
現
在
の
家
族
関
係
は
、「
家
族
」
の
観
念
的
な
枠
組
み
が
親
と
息

子
お
よ
び
娘
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
親
世
代

が
実
質
的
に
息
子
家
族
と
の
同
居
が
難
し
く
な
り
、
あ
る
い
は
嫁
の

発
言
力
が
強
く
な
っ
て
い
る
現
状
に
対
し
、
婚
出
女
性
は
、
娘
と
し

て
現
実
的
で
自
在
な
対
処
を
実
践
す
る
。
か
つ
て
母
舅
（
母
方
集

団
）
に
守
ら
れ
た
婚
出
女
性
は
、
そ
の
伝
統
的
な
両
属
性
の
立
場
か

ら
、
実
家
の
親
に
対
し
て
物
心
両
面
で
積
極
的
な
支
援
を
行
う
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
の
調
査
で
は
、
特
に
、
都
市
部
に
移
住
し
た

チ
ャ
ン
族
家
族
に
お
い
て
、
婚
出
女
性
（
娘
）
は
、
実
家
と
夫
方
双

方
の
家
族
を
く
み
い
れ
た
新
た
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
築
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
婚
出
女
性
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
「
家
族
の
戦

略
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

注〈
1
〉 

家
族
戦
略
論
に
つ
い
て
は
、
田
渕
六
郎
﹇2012

﹈
参
照
。

〈
2
〉 

政
府
は
、
四
川
大
地
震
で
の
復
興
支
援
を
最
速
最
高
水
準
の
復

旧
で
、
観
光
開
発
と
と
も
に
新
た
な
チ
ャ
ン
文
化
を
創
出
し
た
と
し

て
、「
汶
川
の
奇
跡
」（「
中
国
式
復
興
モ
デ
ル
」）
と
喧
伝
し
た
﹇
松

岡 2017: 97 ‒102

﹈。

〈
3
〉 

松
岡
﹇2017: 47 ‒62

﹈
参
照
。

〈
4
〉 

舅
舅
に
は
個
人
と
母
方
集
団
の
両
義
が
あ
り
、
大
母
舅
（
祖
母

の
兄
弟
）
と
小
母
舅
（
母
の
兄
弟
）
の
別
が
あ
っ
て
、
婚
出
女
性
に

は
後
者
が
最
も
近
く
、
最
も
権
威
を
持
つ
﹇
徐 1993: 100 ‒101

﹈。

〈
5
〉 

親
族
関
係
は
「
石
を
投
げ
て
生
じ
る
同
心
円
状
の
波
紋
（
圏

子
）」
の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
、
そ
の
範
囲
は
中
心
の
勢
力
の
強
弱

に
よ
っ
て
伸
縮
性
を
も
つ
。
ま
た
「
生
育
や
婚
姻
と
い
う
事
実
に
基

づ
い
て
発
生
す
る
社
会
関
係
」
で
あ
る
﹇
費 2019: 68 ‒70, 9 9

﹈。

〈
6
〉 

交
通
至
便
の
地
域
を
中
心
に
観
光
客
と
い
う
他
者
に
む
け
た

「
民
族
文
化
」
が
創
出
さ
れ
た
が
、
不
発
に
お
わ
っ
た
村
も
少
な
く

な
い
﹇
松
岡 2017: 97 ‒176

﹈。

〈
7
〉 

現
代
中
国
家
族
の
家
族
制
度
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
は
、
首

藤
﹇2014

﹈
に
詳
し
い
。

〈
8
〉 

本
節
は
松
岡
﹇2017: 231 ‒254

﹈
に
よ
る
。

〈
9
〉 

黒
水
は
蘇
永
和
土
司
（
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
）
の
支
配
下

に
あ
っ
た
。
蘇
永
和
は
、
ケ
シ
栽
培
と
ア
ヘ
ン
売
買
で
得
た
利
益
で

武
装
を
強
化
し
、
一
九
五
三
年
ま
で
共
産
軍
に
抵
抗
し
た
。
平
定

後
、
雅
都
を
含
む
赤
不
蘇
区
側
が
茂
県
所
轄
と
さ
れ
た
。
一
九
五
〇

年
代
の
民
族
識
別
調
査
で
は
、
黒
水
は
チ
ャ
ン
語
北
方
方
言
の
中
心

地
域
で
、
チ
ャ
ン
族
伝
来
の
風
習
を
よ
く
維
持
す
る
地
域
と
さ
れ
た

が
、
黒
水
人
自
身
は
チ
ベ
ッ
ト
族
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
だ
た
め
に
チ

ベ
ッ
ト
族
と
さ
れ
た
。
西
南
﹇1954: 279 ‒280

﹈、
松
岡
﹇2000: 

70 ‒71

﹈
参
照
。

〈
10
〉 

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
民
族
地
区
で
実
施
さ
れ
た
土
地
改

革
を
主
と
す
る
政
治
改
革
。
民
族
各
地
区
の
実
情
に
応
じ
て
支
配
階

級
の
一
部
の
上
層
人
士
を
改
革
の
協
力
者
と
し
て
温
存
し
、
平
和
的

な
話
し
合
い
を
行
っ
た
﹇
松
岡 2007: 467, 474 ‒478

﹈。

〈
11
〉 

雅
都
郷
は
一
九
四
〇
年
代
ま
で
漢
文
化
の
影
響
は
あ
ま
り
受
け
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て
お
ら
ず
、
漢
語
を
話
せ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
漢
族
式
の

陳
、
王
、
余
等
の
姓
も
、
民
国
後
半
期
に
房
名
の
一
文
字
を
と
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
﹇
西
南 1954: 384

﹈。

〈
12
〉 
雅
都
郷
は
、
二
〇
〇
八
汶
川
地
震
後
に
全
村
移
住
が
す
す
ん
だ

隣
接
す
る
維
城
郷
を
吸
収
合
併
し
て
雅
都
鎮
と
な
っ
た
。

〈
13
〉 

以
下
の
事
例
を
示
す
丸
付
き
数
字
は
、
系
図
お
よ
び
表
の
家
族

番
号
に
あ
た
る
。
家
族
番
号
は
春
節
時
に
大
晦
日
夜
か
ら
一
族
を
食

事
に
招
く
順
序
を
表
す
。
春
節
時
に
は
、
生
存
す
る
一
族
の
男
性
の

中
で
、
世
代
が
上
の
者
で
か
つ
同
一
世
代
の
場
合
は
年
齢
が
上
の
者

の
家
か
ら
順
に
一
族
を
招
く
。

〈
14
〉 

退
耕
還
林
と
は
中
央
政
府
が
一
九
九
九
年
か
ら
生
態
環
境
改
善

の
た
め
に
実
施
し
た
政
策
、
松
岡
﹇2017: 4 5

﹈
に
詳
し
い
。

〈
15
〉 

初
期
の
移
住
で
は
都
市
戸
籍
の
方
が
有
利
だ
と
考
え
ら
れ
た

が
、
畑
地
を
失
く
し
、
手
続
き
が
困
難
な
こ
と
や
社
会
保
障
で
も
メ

リ
ッ
ト
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
戸
籍
変
更
が
激
減
し
た
﹇
松
岡

2017: 46 ‒47, 63 ‒95

﹈。

〈
16
〉 

汶
川
県
蘿
蔔
寨
で
は
「
会
首
制
」（
チ
ャ
ン
語
で
「
勒
布
」）
が

行
わ
れ
、
村
落
の
主
な
父
系
集
団
が
一
年
ご
と
に
順
番
に
担
当
し
、

そ
の
な
か
で
は
名
声
や
能
力
、
経
済
力
の
あ
る
男
性
が
中
心
と
な
る

﹇
耿 2008: 214 ‒215

﹈。

〈
17
〉 

金
龍
哲
﹇2011: 99 ‒109

﹈
参
照
。

〈
18
〉 

チ
ャ
ン
族
の
住
居
に
つ
い
て
は
﹇
松
岡 2000: 96 ‒105

﹈参
照
。

〈
19
〉 

黒
水
人
は
、
民
国
期
に
「
匪
多
煙
多
」（
土
匪
が
頻
出
し
ア
ヘ

ン
が
は
び
こ
る
）
と
い
わ
れ
た
四
川
西
北
部
で
、「
略
奪
集
団
」
と

し
て
恐
れ
ら
れ
た
。﹇
松
岡 2017: 245 ‒249

﹈。

〈
20
〉 

「
搶
婚
」
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
、
他
の
チ
ャ
ン
族
地

区
で
も
行
わ
れ
た
。
男
性
側
の
申
し
込
み
を
女
性
の
親
が
拒
否
し
た

場
合
、
す
で
に
恋
人
ど
う
し
で
あ
っ
た
男
女
は
こ
の
方
法
で
結
婚
を

強
行
し
た
﹇
兪
主
編 2000: 101 ‒103

﹈。
搶
婚
で
は
、
五
日
目
に
、

男
性
の
両
親
が
猪
膘
と
酒
を
持
っ
て
女
性
側
に
挨
拶
に
行
く
。
女
性

は
次
の
日
に
実
家
に
戻
り
、
子
供
を
産
ん
で
三
年
後
に
夫
方
で
同
居

し
た
﹇
西
南1954: 392 ‒393

﹈。

〈
21
〉 

汶
川
県
蘿
蔔
寨
で
は
、
ひ
と
月
め
の
「
送
祝
米
」
に
村
人
が
鶏

卵
と
米
、
麦
を
贈
る
。
一
二
歳
の
成
人
時
に
は
、
シ
ピ
が
屋
上
の
白

石
の
前
で
羊
鼓
を
打
っ
て
読
経
し
、
母
舅
は
「
千
家
衣
」
を
贈
る

﹇
耿2014: 162 ‒163, 173

﹈。

〈
22
〉 

一
九
五
〇
年
、
八
一
年
の
婚
姻
法
に
よ
っ
て
結
婚
年
齢
が
あ
が

り
、
若
者
の
教
育
水
準
が
上
昇
し
た
と
さ
れ
る
。
徐
﹇1993

﹈
に
よ

れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
生
ま
れ
は
早
婚
で
一
二
〜
二
〇
歳
（
一
六
歳

が
最
多
）
に
結
婚
し
、
男
性
の
多
く
は
私
塾
あ
る
い
は
国
民
小
学
校

卒
、
女
性
は
文
字
が
読
め
な
い
。
一
九
五
〇
、
六
〇
年
代
生
ま
れ
は

男
二
〇
歳
女
一
八
歳
以
上
で
結
婚
し
、
学
歴
は
男
女
と
も
小
卒
以

上
、
七
〇
、
八
〇
、
九
〇
年
代
生
ま
れ
は
男
二
二
歳
女
二
〇
歳
以

上
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
生
ま
れ
た
者
は
「
普
九
」
に
よ
っ
て
最

低
で
も
中
卒
で
、
高
卒
大
卒
も
い
る
﹇
徐 1993: 77 ‒7 8

﹈。
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